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ω
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行
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事
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
回
）

本
節
に
お
い
て
は
、
女
性
殺
人
犯
に
対
す
る
量
刑
の
実
態
を
嬰
児
殺
、
尊
属
殺
、
本
夫
殺
…
－
ゐ
各
類
型
別
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る

各
代
表
事
例
に
つ
い
て
の
個
別
的
考
察
は
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
後
日
別
に
掲
載
の
機
会
を
得
る
こ
と
に
な
つ
た
量
刑
資
料
に
譲
る
）
。
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（
38
）

　
嬰
児
殺
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
古
く
不
破
博
士
の
研
究
が
あ
り
、
ま
た
、
近
く
は
、
植
松
教
授
の
す
ぐ
れ
た
労
作
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ

に
加
え
る
べ
き
多
く
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
が
、
多
少
の
変
化
、
訂
正
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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不
破
・
植
松
両
研
究
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
嬰
児
殺
に
対
す
る
標
準
科
刑
は
「
懲
役
；
年
、
執
行
猶
予
三
年
」
で
あ
る
か
ら
、
嬰
児
殺
の
み
で
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0
）

実
刑
に
処
せ
ら
れ
る
場
合
は
ま
ず
な
い
。
私
が
調
査
し
た
中
で
は
、
嬰
児
殺
を
犯
し
た
女
子
で
服
役
し
て
い
る
者
が
七
名
あ
つ
た
が
、
う
ち
五
例

は
嬰
児
殺
の
事
例
と
し
て
取
扱
う
の
に
不
適
当
な
も
の
で
あ
り
、
残
り
の
二
例
の
中
で
も
一
例
は
、
、
嬰
児
殺
に
つ
き
も
の
の
死
体
遺
棄
の
他
に
、

常
習
累
犯
窃
盗
（
刑
務
所
五
入
）
と
の
併
合
罪
の
場
合
で
あ
り
、
他
は
死
体
遺
棄
の
他
、
窃
盗
、
横
領
と
の
併
合
罪
で
刑
の
執
行
猶
予
中
に
更
に

詐
欺
・
窃
盗
の
併
合
罪
を
重
ね
た
場
合
で
、
い
ず
れ
も
嬰
児
殺
と
し
て
ば
例
外
的
な
場
合
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
以
外
は
、
嬰
児
殺
は
す

べ
て
執
行
猶
予
つ
き
で
あ
る
か
ら
．
資
料
は
刑
務
所
で
は
も
と
め
ら
れ
ず
、
自
ら
東
京
地
裁
の
も
の
に
限
定
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
嬰
児
殺
に
つ
い
’
て
は
、
わ
が
法
制
上
は
特
別
の
構
成
要
件
を
も
た
な
い
か
ら
、
そ
の
対
象
を
ど
の
よ
う
に
限
定
す
る
か
が
間
題
と

な
る
。
前
掲
植
松
論
文
は
、
「
嬰
児
殺
」
と
は
出
生
後
間
も
な
い
時
に
お
い
て
こ
れ
を
殺
害
す
る
も
の
を
意
味
す
る
と
考
え
る
の
が
正
し
い
よ
う

で
あ
る
と
さ
れ
る
（
同
論
文
一
八
四
頁
）
が
、

立
法
例
を
詳
細
に
紹
介
し
て
、
「
ウ
ル
グ
ワ
イ
刑
法
が
生
後
三
日
ま
で
、
ト
ル
コ
刑
法
が
生
後
五
日
ま



で
の
間
に
殺
す
の
を
嬰
児
殺
と
し
て
、
一
般
の
殺
人
と
区
別
し
て
い
る
が
、
嬰
児
殺
の
客
体
と
し
て
の
嬰
児
を
ぎ
わ
め
て
菰
く
認
め
た
例
に
な
る
」

と
し
て
お
ら
れ
る
（
も
つ
と
も
嬰
児
殺
に
関
す
る
ト
ル
コ
刑
法
四
五
三
条
は
現
在
で
は
単
に
．
新
生
児
」
と
規
定
す
る
の
み
で
生
後
五
日
ま
で
と
は
し
て
い
な
い
。

又
、
こ
の
条
文
は
嬰
児
殺
を
自
己
の
名
誉
及
び
個
人
的
詰
位
、
又
は
妻
、
母
、
娘
、
孫
娘
、
養
女
又
は
姉
妹
の
名
誉
及
び
品
位
を
守
る
た
め
の
殺
人
と
同
列
に
規
定
し

て
い
る
こ
と
に
注
意
。
＜
管
2
豊
嘗
霧
畠
§
q
O
当
碧
弓
。
言
P
U
器
円
響
家
驚
富
の
霞
鋒
範
§
訂
ゴ
昌
＜
8
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鯉
ご
鱒
ρ
ψ
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）
が
、
私
の
知
る
と
こ

ろ
で
は
、
イ
ギ
チ
ス
の
↓
九
三
八
年
の
嬰
児
殺
法
が
生
後
一
ニ
ヵ
月
に
満
た
な
い
自
己
の
嬰
児
を
殺
害
す
る
こ
と
を
嬰
児
殺
と
し
た
の
が
、
嬰
児

の
概
念
と
し
て
は
も
つ
と
も
ゆ
る
や
が
な
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
二
二
年
の
嬰
児
殺
法
が
単
に
、
ゴ
Φ
≦
剣
ぎ
旨
魯
監
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
，

（
新
生
児
）
を
対
象
と
し
て
い
た
の
を
、
．
．
琴
≦
ぐ
ぎ
彗
．
．
と
い
う
語
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
な
い
為
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
つ
て
生
じ
た
困
難
を
解
決

す
る
た
め
膜
一
九
三
八
年
の
法
律
に
よ
つ
て
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
謀
殺
に
つ
い
て
は
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
43
）

刑
の
み
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
と
併
せ
考
え
を
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
嬰
児
殺
の
行
為
主
体
は
母
親
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
参
考

の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
を
も
含
め
て
さ
し
あ
た
り
参
照
し
得
た
嬰
児
殺
に
関
す
る
立
法
例
を
図
表
に
し
た
も
の
が
表
ー
2
6
で
あ
る
（
わ
が
国
の
裁
判
慣
例

で
は
一
年
未
満
児
を
嬰
児
と
し
て
と
り
扱
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
よ
し
で
あ
る
が
そ
の
励
行
の
ほ
ど
は
疑
わ
し
い
（
植
松
．
前
掲
論
文
一
八
八
頁
参
照
。
な
お
本
稿

表
／
2
8
1
a
の
注
（
2
）
参
照
）
。
し
か
し
こ
こ
で
は
一
応
そ
の
裁
判
慣
例
を
尊
重
す
る
こ
と
と
し
、
一
年
未
満
児
の
殺
害
を
嬰
児
殺
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
に
し
た
）
。

　
さ
て
、
わ
が
国
に
眼
を
転
じ
て
、
昭
和
三
六
年
か
ら
四
〇
年
ま
で
の
五
年
間
に
嬰
児
殺
事
件
と
し
て
処
理
さ
れ
、
ま
た
は
有
罪
判
決
を
受
け
た

男
女
別
人
員
お
よ
び
そ
の
科
刑
は
表
ー
2
7
、
2
8
1
a
、
b
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
私
の
調
査
で
は
、
前
述
東
京
地
裁
の
資
料
で
出
産
直
後
の
嬰
児
殺
事
件
が
一
七
、
生
後
三
ヵ
月
余
の
嬰
児
殺
一
、
生
後
八
ヵ
月
の

嬰
児
殺
が
一
、
合
計
一
九
件
で
あ
つ
た
（
そ
の
内
訳
は
昭
和
三
六
年
が
三
件
、
三
七
年
お
よ
ぴ
三
八
年
各
四
件
、
三
九
年
五
件
、
四
〇
年
三
件
踏
あ
る
）
。
そ
の
他
、

実
刑
を
科
せ
ら
れ
、
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
が
栃
木
・
笠
松
・
和
歌
山
の
三
刑
務
所
に
各
二
名
、
麓
刑
務
所
に
一
名
、
合
計
二
六
例
が
見
ら
れ
た

が
、
前
述
の
よ
う
に
嬰
児
殺
の
事
例
と
す
る
の
に
不
適
当
と
思
わ
れ
る
五
例
を
除
外
し
、
・
二
一
例
を
今
回
の
対
象
と
し
た
。
事
例
は
、
植
松
論
文
の
一

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
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量
定
（
二
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
（
一
四
七
九
）



表一27　嬰児殺起訴．不起訴男女別人員と起訴率．起訴猶予率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和36～40年）

女
性
犯
罪
と
・
刑
の
量
定
（
二
）

年次

起　訴㈹ 不　　起　　訴
起訴＋不起訴

A＋B＋C〔S〕

起　訴　率
　A
一×100　S

起訴猶予率
　B
『×100

　S

男 女

起訴猶予（B その他⑬）

男 女 男 女 男 女
男 女 男 女

昭和
　36年

　37

　38

　39

　40

1
0
4
2
2

12

8
1
1
4
1
2

1
2
4
1
0

5
1
1
1
4
9
4

0
1
0
2
0

7
4
5
4
2
1

2
3
8
5

，
2

24

23

30

’17

18

50．0

　0．0

50．0

40．0

100．O

5（L　O

34．8

，36．7

23．5

66．7

5（L　O

66．7

50．0

20．0

0．0

20．8

47．8

46．7

52．9

22．2

検察統計年報昭和36～40年既済事件の被疑者の既済事由表より算出。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
（
一
四
八
○
）

○
○
例
は
も
と
よ
り
、
不
破
論
文
の
四
八
例
よ
ヴ
も
甚
だ
下
ま
わ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
不

破
論
文
が
昭
和
八
年
か
ら
一
二
年
ま
で
の
五
年
間
の
、
京
城
地
方
法
院
検
事
局
に
保
管

さ
れ
て
い
る
確
定
判
決
を
資
料
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
今
回
の
資
料
が
東
京
地
裁
の
最

近
五
年
間
の
判
決
を
資
料
と
し
た
こ
と
を
比
較
す
る
と
ぎ
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
み
減
少

は
、
今
回
の
対
象
を
女
子
の
嬰
児
殺
に
限
定
し
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
で
は
あ
ろ
う
が
、

一
般
に
有
罪
判
決
を
受
け
る
嬰
児
殺
そ
の
も
の
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の

で
、
そ
の
こ
と
は
表
ー
2
9
を
表
ー
2
8
1
a
、
表
1
2
7
と
対
照
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
嬰
児
殺
減
少
の
理
由
に
つ
い
て
は
一
般
に
衛
生
思
想
、
と
く
に
産
児
制
限
の
知
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

普
及
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
何
と
い
つ
て
も
第
一
に
は
、
戦
後
、
優
生
保
護

法
（
昭
和
≡
二
年
七
月
二
一
百
法
律
第
一
五
六
号
）
の
制
定
に
よ
．
つ
て
人
工
妊
娠
中
絶
が
非

常
に
容
易
か
つ
一
般
的
な
も
の
と
な
り
、
欲
し
な
い
子
供
は
そ
の
誕
生
前
に
「
い
の
ち
」

の
芽
を
摘
み
と
ら
れ
、
子
供
を
欲
し
な
い
母
親
を
嬰
児
殺
の
窮
地
に
追
い
や
る
こ
と
が

少
な
ぐ
な
つ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
．
不
破
論
文
と
の
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

較
だ
け
に
つ
い
て
源
る
と
、
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
堕
胎
は
都
市
に
多

い
犯
罪
で
あ
る
の
に
対
し
、
嬰
児
殺
は
村
落
に
多
い
犯
罪
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
東
京
地

裁
に
係
属
し
た
嬰
児
殺
事
件
は
地
方
の
そ
れ
に
比
べ
て
数
量
的
に
下
ま
わ
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
、
と
は
容
易
に
推
論
さ
れ
る
と
ご
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
表
ー
2
8
1
乱
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
，
第
一
審
の
有
罪
判
決
人
員
数
の
中
で
、
東
京
地
裁
で
有
罪
判
決
を



表一28－a嬰児殺に対する男女別執行猶予率

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
二
V

年　次

　
年

　
　

和
3

昭

37

38

39

40

懲役㈹鋸赫⑧

男

2

2
7
6
3

女 男 女

5 2 4

3 1 3

6 1 5
7 1 7

12 0 10

　　B比率一×100
　　A

男

100．O

50．O

14．3

16．7

0．O

女

80．O

100．0

83．3

100．0

83．3

東京地裁で有罪判
決を受けた女子

実数

3
4
4
5
3

う
行
予

の
執

左
ち
猶

執　行
猶予率

　100．03
　100．04
　100．04
　100．05
　100．03

1．東京地裁の分以外は司法統計年報昭和36～40年による。

2．　37年度女子の有罪者数において東京地裁の分が全国の人員を上まわるの

　は，東京地裁でば8ヵ月の嬰児殺を嬰児殺として扱わず，幼児殺として扱

　つていたからであろう。

九

四
八
一
）

表一28－b　嬰児殺に対する男女別科刑表 （昭和36～40年）

年　度

男1終局， 有　　　　　　　罪　（懲　　役）

無罪
女 総人員 総数

10年
以下

7年

以下
5年

以下
3年

2年

以上
1年

以上
6月

以上

総数の
うち執
行猶予

うち

保護
観察

昭和
　36年 男

女 2
5

2
5

2
2

3 2
437 男

女 2
4

2
3

1

1
1

2 1
3

1

38 男
女 7

6
7
6

1 2 1

4 2
2 1

1
5

1
239 男

女 6
8

6
7

2

2
3

1
4

1

1
7

2 1

40 男
女

3
1
2

3
1
2

10 2
2

1
1Q

司法統計年報昭和36～40年による。



表一29　嬰児殺の男女別第一審有罪者数および比率

年　　次

大正7年

8
9

10

11

12

13

14

15

昭和2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

総 数

　人174

154

131

167

117

126

実

男

数
ひ
23

17

26

18

14

子

比　率　％

25．0

15．9

12．9

15．6

15．4

11．1

女

人数
2

　
13

実

131

114

141

99

112

子

比　率　％

75．0

84．1

87．1

84．4

84。6

88．9

この年に限り普通殺と合表のため資料を欠く．

111

130

110

98

98

101

105

87

134

164

109

116

120

79

91

63

20

20

23

16

18

22

14

19

23

35

20

28

23

10

18

11

18．0

14．7

20．9

16．3

16．7

11，8

13．3

21．8、

17．2

21．3

18．3

15．4

19．2

12．7

20．7

17．5

91

110

87

82

80

79

91

68

111

129

89

88

97

69

73

52

82．0．

85．3

79．1

83．7

83．3

88．2

86．7

78．2

82．8

78．7

81．7

84．6

80．8

87．3

79．3

82．5

女
性
犯
罪
と
珊
の
量
定
（
二
）

1．刑事統計年報大正7～昭和15年による。

2．本表は植松論文所掲の第1，7表と大正7，15，昭和4，11，14の5 年次の数にくいちがい

　が認められるが，刑事統計年報記載の通りのものとした。

○

（
一
四
八
二
）



表一30　対象例の科刑表

比率％人数執行猶予懲役
4。81人5年

19．044年3

47．61033

4．8142

19．0432

4．8121年6月

表一31－a　30年量刑資料における嬰児殺
　　　　科刑表

受
け
た
女
子
の
数
は
、
昭
和
四
〇
年
以
外
は
、
女
子
の
総
数
の
過
半
数
を
占
め
て
お
り
．
右
の

見
解
は
少
な
く
と
も
統
計
上
は
実
証
さ
れ
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。
結
局
、
嬰
児
殺
そ
の
も
の

が
減
少
し
た
と
解
す
る
ほ
か
な
い
よ
う
で
あ
る
．

　
⑧
　
宣
告
刑
（
標
準
科
刑
）

　
今
回
対
象
と
し
た
嬰
児
殺
例
二
一
例
に
お
け
る
宣
告
刑
を
表
示
す
る
と
、
上
の
通
り
で
あ
る

（
表
！
3
0
）
。

　
即
ち
、
懲
役
三
年
但
し
三
年
間
執
行
猶
予
が
一
〇
名
で
圧
倒
的
に
多
く
（
標
準
科
刑
か
）
、
ほ

ぼ
半
数
を
占
め
る
。
懲
役
三
年
但
し
四
年
間
執
行
猶
予
と
、
懲
役
二
年
但
し
三
年
間
執
行
猶
予

が
同
じ
く
四
例
で
こ
れ
に
続
い
て
い
る
．
以
上
を
総
合
す
る
な
ら
ぽ
、
懲
役
三
年
を
言
渡
さ
れ

比率％人数執行猶予役懲

3．6・

5．5

3．6

1．8

2人’

3
2

：し

3年

2
1年6月

　　6月

7．3

12．7

27．3

3．6

27．3

5．5

1．8

4〈

　7

15

　2

15

3
1

5年

4
　
　
3
　
　
4
　
　
3
　
　
n
∠
　
　
4

3年

り
Q
　
　
3
　
　
2
　
　
n
乙
　
　
2

1年6月

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
二
V

た
者
は
執
行
猶
予
期
間
三
年
、
四
年
併
せ
て
一
四
名
で
全
体
の
約
六
七
％
で
あ
る

が
、
執
行
猶
予
三
年
、
四
年
を
含
め
、
懲
役
二
年
を
言
渡
さ
れ
た
者
は
合
計
五
名

で
全
体
の
約
二
四
％
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
昭
和
三
〇
年
一
力
年
間
0
第

一
審
有
罪
判
決
（
全
国
）
に
つ
ぎ
、
入
江
正
信
判
事
補
が
研
究
し
た
「
殺
人
の
罪

に
関
す
る
量
刑
資
料
」
（
司
法
研
修
所
調
査
叢
書
五
号
昭
和
三
四
年
二
月
．
以
下
「
三
〇
年

量
刑
資
料
」
と
略
称
す
る
）
に
よ
る
と
嬰
児
殺
に
対
す
る
科
刑
は
表
！
溢
I
a
、
b

の
通
り
で
、
こ
こ
で
は
、
懲
役
三
年
但
し
三
年
間
執
行
猶
予
と
い
う
表
1
3
0
に
見

ら
れ
た
標
準
科
刑
は
、
徴
役
二
年
但
し
三
年
問
執
行
猶
予
と
同
数
の
一
五
名
で
あ

つ
て
、
ま
だ
こ
れ
を
唯
一
の
標
準
科
刑
と
は
な
し
難
い
．
不
破
論
文
で
は
四
八
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
　
　
（
一
四
八
三
）



表一31－b　30年量刑資料における男子による嬰児殺科刑情況

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
二
）

三
二
　
　
（
一
四
八
四
）

執行
猶予率

行
予

執
猶

懲役軽
由

減
事

為行体客年齢体主

3年

3年

5年

4年

4年

3年

3年

年
　
　
年

り
Q
　
　
　
　
　
亡
0

年
月
　
年
　
　
年

1
6
　
　
　
　
Q
り
　
　
　
　
n
乙

3年

年
　
　
年
　
　
年

2
　
　
　
　
3
　
　
　
　
つ
U

年
　
　
年
　
　
年

Q
U
　
　
　
　
3
　
　
　
　
ウ
臼

年
　
　
年
　
　
年

3
　
　
　
　
2
　
　
　
　
2

3年

未遂

自首

身
弱

心
耗

頸部拒殺
玉石2貫500匁と
共に南京袋に入れ
て沼地に投げすて

頭部強圧

咽喉部掘殺

紐で絞殺，マンホ
ール内に遺棄・

上同

頸部掘殺
ワラ縄で嬰児を背
負つた上海へ投身

毛布，ふとん等で
鼻口をふさぎ窒息
殺
ガーゼで鼻口を圧
し，手で咽喉を掘
して窒息殺

殺
土
び
戸
　
殺

　
製
結
井
殺

絞
不
で
宅
溺

　
　
一
も
自
み

　
　
　
　
　
　
自
ひ

　
り
ひ
上
込
　
、

で
ク
を
た
げ

　
ン
石
け
投

紐
コ
台
つ
へ
窒

ボロ布で鼻，口部
をおさえて窒息殺

嬰の月力　後生
児

5ヵ月の嬰児

生後24時間以内

24時間以内

5ヵ月児

3ヵ月児

4ヵ月児

11　ヵ　月　児

先天性白皮症の
長女2ヵ月児

兎唇の男児生後
12時間内

双生児の一子，
生後間もなく

6　ヵ　月　児

生後3日の嬰児

分娩直後

36
　
　
3
4
　
　
2
3

20

　
　
29
　
　
2
5

38
　
　
3
0

27

　
4
4
　
評

32
　
　
6
0
　
－
5
9

の子の外姻婚
父

上
　
　
上
　
　
上

同
　
　
同
　
　
同

嫡出の父

内縁関係の父

婚姻外の子の
父

嫡出の父

上
　
　
上
　
　
上
　
　
上

同
　
　
同
　
　
同
　
　
同

私生児の祖父

母親（酌婦）の
雇主（貸席業）

64．2％9人14人以上男子合計

92．6％38人41人同年女子合計

入江・前掲「殺人の罪に関する量刑資料上」により作成。



中
四
二
名
が
懲
役
二
年
燈
、
そ
の
中
二
九
名
（
全
体
の
遇
半
数
）
が
刑
の
執
行
猶
予
を
う
け
て
お
り
、
植
松
論
女
で
は
、
昭
和
一
三
年
に
お
い
て
、

嬰
児
殺
の
量
刑
は
懲
役
二
年
」
但
し
三
年
間
執
行
猶
予
漕
と
い
う
の
が
、
行
為
主
体
、
分
娩
衝
の
時
問
的
経
過
等
と
は
あ
ま
り
関
孫
な
く
、
圧
倒

的
多
数
を
占
め
る
標
準
科
刑
で
あ
つ
た
の
と
や
や
趣
を
異
に
す
る
と
云
え
る
．
嬰
児
殺
に
対
ず
る
量
刑
の
や
や
古
い
年
次
の
パ
ー
セ
ソ
テ
ー
ジ
を

表
示
し
た
の
が
表
ー
3
2
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
嬰
児
殺
に
対
す
る
戦
前
の
科
刑
、
と
く
に
大
正
の
中
期
頃
ま
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
一
律
に
軽
い

も
の
で
は
な
か
つ
た
こ
と
が
わ
か
ξ
．
そ
れ
が
、
大
正
末
期
頃
か
ら
嬰
児
殺
に
対
す
る
科
刑
は
二
年
以
下
に
集
中
し
、
昭
和
四
年
頃
か
ら
二
年
に

集
中
す
る
傾
向
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
．
こ
の
よ
う
な
標
準
科
刑
が
つ
ぐ
ら
れ
る
に
至
つ
た
の
は
、
終
戦
前
の
わ
が
国
の
社
会
に
お
い
て
人
工
妊

娠
中
絶
の
極
端
な
困
難
さ
（
社
会
倫
理
的
に
こ
れ
を
許
さ
な
》
風
潮
が
あ
り
、
現
行
の
優
生
保
護
法
も
な
い
こ
と
と
て
そ
の
正
当
化
事
由
は
極
め
て
限
定
さ
れ
、

医
師
も
原
則
と
し
て
も
と
め
に
応
じ
な
か
つ
た
）
か
ら
嬰
児
殺
に
は
同
情
す
べ
ぎ
行
為
事
情
を
伴
う
も
の
が
多
く
、
加
え
て
執
行
猶
予
の
条
件
に
関
す

る
刑
法
の
一
部
改
正
（
昭
和
一
三
年
）
の
な
さ
れ
る
前
は
二
年
以
下
の
懲
役
（
又
は
禁
鋼
）
で
な
け
れ
ば
執
行
猶
予
を
付
し
え
な
か
つ
た
と
い
う
社
会

的
、
法
的
条
件
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
表
i
31
で
は
懲
役
二
年
但
し
三
年
間
執
行
猶
予
と
、
懲
役
三
年
但
し
三
年
間
執
行
猶
予
と

が
同
数
（
昭
和
三
〇
年
）
、
私
の
資
料
で
は
、
即
ち
東
京
地
裁
の
昭
和
三
六
～
四
〇
年
に
関
す
る
限
り
懲
役
三
年
但
し
三
年
間
執
行
猶
予
が
標
準
科

刑
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
標
準
科
刑
に
変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
、
一
方
で
は
行
為
事
情
の
変
化
が
あ
り
、
他
方
で
は
執
行
猶
予
が
懲
役
三

年
に
も
付
し
う
る
よ
う
に
な
つ
た
法
の
改
正
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
（
こ
れ
に
対
し
、
参
考
ま
で
に
英
．
独
．
仏
の
嬰
児
殺
に
対
す
る
量
刑
を
表
示
す

る
と
表
1
33
～
3
5
と
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
嬰
児
殺
の
有
罪
者
中
七
〇
％
以
上
が
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
付
さ
れ
、
し
か
も
実
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
は
、
七
年

間
、
九
八
人
中
た
つ
た
一
人
で
あ
る
。
ヌ
ギ
イ
ッ
で
は
二
年
以
下
の
軽
懲
役
に
刑
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
）
。

　
別
稿
量
刑
資
料
の
代
表
事
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
嬰
児
殺
は
人
を
し
て
思
わ
ず
面
を
そ
む
か
せ
、
世
の
一
般
人
（
と
く
に
母
親
）
を
し
て

耐
え
が
た
い
思
い
を
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
凄
惨
な
も
の
が
多
く
、
ま
た
、
生
命
の
軽
視
と
“
う
点
で
、
必
ず
し
も
軽
減
さ
れ
た
刑
で
臨

む
に
ふ
さ
わ
L
い
と
は
い
え
な
b
電
の
が
あ
る
が
、
世
界
の
立
法
例
は
、
表
卜
2
6
に
示
し
た
よ
テ
に
、
古
い
立
法
例
だ
け
で
衛
く
、
新
立
法
に
お

　
　
　
女
性
狛
罪
と
刑
め
量
定
ふ
コ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
．
苔
梱
　
　
（
一
㍉
四
八
釜
）



表一32嬰児殺に対する量刑のパーセソテージ表

年　次 死刑

懲　　役　　又　　は　　禁　　鋼

無期 15年
以上

10年
以上

5年

以上
3年

以上 1年以上
6月

以上

6月

未満

明治42年

　　43

　　44

　　45

1．21

0．45

3．59

0．55

0．45

3．59

1．79

・3．59

　1．65

　1．61

　0．89

19．3

9．41

8．60

3．59

40．1

44．0
37．0・

33．1

　　　29．9

2年以上

　25．3

　34．4

　35．8

縫
l
l
：
1
2
3
．
3

0．45

大正2
　　3
　　4
　　5

　　6
　　7
　　8
　　9
　　10

　　11

　　12

　　13

　　14

　　15

1．01

0．69

0．56

　2．06

　0．56

　Q．60

1．51

1．00

1．04

0．56

1．15

α65

0．6Q

1．01

1．03

0．50

2．08

0．56

1．72

0．65

0．60

　　／

　6．03

　4．87

　3．01

　3．64

　3．90

　2．87

　5．85

　2．28

　3．59

　0．86

　3．96

　2．70

1α77

　　　　　　　17．6・

　　　　　　　21．7

　　　　　　　21．6

　　　　　　　13．0

　　　　　　　24．6

　　　　　　　27．0

　　　　　　　20．1

　　　　　　　21。4

　　　　　　　17．9

　　　　　　　11．9

　　　　　　　　7．94

この年に限り普通殺と合表
　　　　　　　　1．80

　　　　　　　　0．77

｛籍

1：ll

l：舞

　O．60

10，7gI

『

48．8

42．0

42．7

46．9

　2年
　38．6

　37．9

　46．1

　50．3

　45．0

　46．1

　50．8

　69．5
6生6／

24．1

27．6

31．2

33．3

28．4

27．0

26．0

25．2

31．1

41．0

36．4

26．1

33．71

3
4
『
Q
4
4
4

大正2
　　　3

　　　4

　　　5

6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

　
　
　
　
1
1
¶
↓
1
1
1

1．21　　0．55

0．45　　0．45

1．01

0．69　　2．06

0．56　　0．56

　　　1．65

　　　1．61

1．79　　0．89

1．51　　1．01

　　　1．03

1。00　　0．50

1．04　　2。08

0．56

1．15

0．65

0．56

1．72

0．65

Q．60　0．6Q　O．60

9．41

8．60

3．59

6．03

4．87

3．01

3．64

3．90

2．87

5．85

2．28

3．59

0．86

3．96

この年に限
　　　　　2．70

　　　　　0．77

44，0
37．0・

33．1

17．6・

21．7

21．6

13．0

24．6

27．0

20．1

21。4

17．9

11．9

7．94

2年以上

25．3

34．4

35．8

｛籍

1：ll

l：舞

O．60

48．8

42、0

42．7

46、9

0．7gI

2年

38．6

37．9

46．1

50．8

50．3

45．0

46．1

縫
ll：1

23．3　　0．45

24．1

27．6

31．2

33．3

28．4

27．0

26．0

25．2

31．1

41．0

36．4

り普通殺と合表
1．80

0．77

69．5

64．6

26．1

33．7

女
性
犯
罪
と
飛
・
の
量
定
人
二
）

昭和2
　　　3

　　　4

　　　5

　　　6

　　　7

　　　8

　　　9

　　10　　　0．92

　　妻1

　　12

　　13

　　14

　　15

1．つ2

3．63

2．04

　　　0．99　　0．99

　　　　　　0．95

　　　1．15　　1．15

　　　0．6　　2．24

1．24　　　　　　　　0．61

5．45

6．13

1．02

1．98

1．91　　1．91

4．60　　1．151

5．96

4．88　81。1

6．42　83。2

60．930．0

67．5　24．5

84．813．3

83．4　12．9

86．6　　8．55

85．1

12．4

6．71

9．20

2．58 0．86 6．89 82．6 6．89

O．83 2．50 5．83　　　　　　　　　『

　　　　　　　　　1

82．5

94．9

8．34
こG71

1．10 2．20 5・501LIOi 79．3 11．O

1．59 1 l　g3・5 4．76

四

会
四
八
六
）

「量刑の変遷に関する統計」罪名別量刑区分百分率の累年比較，24頁による。



表一33　イギリスにおける嬰児殺（女子）の量刑
（1959～1965ン、

女
性
犯
罪
と
荊
の
量
定
・
（
二
）

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

7年間
の合計

総数
㊧

4
8
4
8
4
3
8

1
1
1
1
1
1
1

109

不起訴

2

2

鰐
⑧

0
乙
0
乙
－
¶
⊥
－
「
⊥
『
⊥

9

有罪

0
6
つ
9
7
つ
」
2
7

1
¶
よ
「
よ
1
1
⊥
1
1

98

的
件
責

対
条

絶
無
免

1

1

条件付醐盤

免責鰹

4

2

1

7

1
34

1959隼精
神衛生法
65条によ
る拘束命
令

1
0
、
》

4

観
巨
シ

護
プ
一
ン

保
察
ベ
ヨ

9
1
n
乙
0
9
8
0

　
1
1
1
　
　
　
「
↓

69

拘禁刑

（6月以下）　　1

1

その他

1
1
1
【
U
4

12

　　　B無罪率一＝0．08（強）
　　　A
Home　Omee，Criminal　Statisti帆Englana　and　Wales1965による。

年

1960

1961

1962

1963

1964

1965

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1960～1965）
　　表一34　ドイツにおける嬰児殺（女子21歳以上）の量刑

　　　　　　　　1　　　　　　　　　　26
8
6
ワ
．
5
n
乙

2
2
2
1
1
2

6
7
n
∠
4
4
2

2
n
乙
n
乙
－
噌
⊥
n
∠

1

3
7
ワ
偏
3
4

n
乙
2
2
1
1

1 1

1
8
6
3
3
6

1
7
6
3
3
6

つ
σ
ウ
自
2
3

4

4
4
8
6
7
9

1
1

F
D
3
6
1
4
2

ウ
θ
1
1
1 1

Bevδ1kerung・und：Kultur，Reike9，Rechtspfiege，1960～1965による。

　　　　　　　表一35　フランスにおける嬰児殺の量刑
（1960～1964〉

五

（
一
四
八
七
）

年　次

1960

1961

1962

1963

1964

死　刑・
と
の
働

働
間
労

労
期
重

制
定
鋼

強
一
禁

と
鋼
働

働
禁

労
の
労

制
期

強
無
重

1

－
¶
↓
【
」

その他
の　刑

4
4
ご
U
ウ
Q
9

1
1
1
2
¶
上

累　犯

1
2

執　行
猶　予

8
6
6
1
8

観
執
予

験
付
猶

試
察
行

1

2
1

計

5
4
7
4
4

1
1
1
2
2

Compte　g6n6ral　de1，AdminiBtr鼠tion　de　la　Justice

co血merciale．Ann6e196Q～1964による。

crimi且elle　et　（玉e　la　Justice　civile　et



　
　
　
女
憾
犯
罪
ど
刑
、
り
量
定
（
二
）
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
（
一
四
八
八
）

い
て
も
、
多
く
の
制
限
つ
ぎ
で
は
あ
る
が
、
嬰
児
殺
に
っ
い
て
は
独
立
の
構
成
要
件
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
寛
刑
を
も
つ
て
臨
む
の
が
一
般
で
あ

る
と
い
え
る
。
も
つ
と
も
こ
れ
ら
嬰
児
殺
規
定
を
も
つ
諸
外
国
の
場
合
は
④
基
本
的
な
殺
人
罪
に
対
す
ξ
法
定
刑
の
枠
が
わ
が
国
ほ
ど
広
く
な

く
、
嬰
児
殺
の
特
別
な
規
定
が
な
い
と
き
は
、
と
く
に
情
状
酌
量
す
べ
き
場
合
に
も
一
般
に
重
刑
で
処
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
、
⑤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

嬰
児
殺
罪
に
お
い
て
は
、
行
為
の
主
体
、
客
体
、
さ
ら
に

は
行
為
事
情
（
と
く
に
精
神
状
態
）
等
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
他
方
、
◎
堕
胎
は
原
則

　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

と
し
て
厳
罰
で
臨
ま
れ
、
④
し
か
も
社
会
倫
理
的
に
も
キ
リ
ス
ト
教
的
人
命
尊
重
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
支
え
ら
れ
て
い
惹
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
嬰
児
殺
の
特
別
の
構
成
要
件
を
も
た
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
も
実
務
上
嬰
児
殺
は
殺
人
罪
の
中
で
独
立
の
も
の
と
し
て
扱
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弼
）

れ
、
こ
れ
に
対
す
る
刑
は
、
前
述
の
標
準
科
刑
が
示
す
よ
う
に
、
寛
刑
を
も
つ
て
臨
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
場
合
、
嬰
児
殺
の
特
別

な
構
成
要
件
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
嬰
児
殺
ど
い
つ
て
も
、
そ
の
要
件
は
た
か
だ
か
客
体
に
つ
い
て
の
制
約
（
生
後
一
二
ヵ
月
未
満
の
嬰
児
と
さ
れ

る
が
、
こ
れ
と
て
明
確
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
．
二
七
頁
参
照
）
を
除
い
・
て
、
多
く
の
立
法
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
行
為
主
体
の
制
約
は
な

い
。
も
と
よ
り
犯
罪
の
性
質
上
非
嫡
出
嬰
児
の
母
泄
行
為
主
体
と
な
る
ご
と
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
が
、
表
ー
2
9
お
よ
び
表
ー
31
1
b
か
ら

も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
母
以
外
、
父
（
嫡
出
、
非
嫡
出
嬰
児
の
）
、
祖
父
母
、
時
と
し
て
は
他
人
で
さ
え
嬰
児
殺
の
主
体
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
は
、
わ
が
国
の
嬰
児
殺
が
実
務
取
扱
の
便
宜
上
独
立
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
だ
げ
で
、
結
局
は
一
九
九
条
の
普
通
殺
の
適
用
範
囲
内
の
も
の

で
あ
る
こ
と
に
想
“
到
れ
ば
、
む
し
ろ
当
然
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
嬰
児
殺
の
範
囲
を
画
す
る
に
は
、
こ
れ
が
妥
当
で
あ
る
と
し

て
も
、
、
せ
め
て
、
実
質
的
な
量
刑
の
面
で
は
、
行
為
主
体
（
同
時
に
有
偽
事
情
）
に
よ
る
区
別
考
量
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
よ
5
に
思
わ
れ
る
が
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
〉

と
も
と
わ
が
国
の
殺
人
罪
は
量
刑
の
枠
が
広
く
、
し
か
も
実
際
の
科
刑
は
、
，
法
定
刑
の
下
限
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、
際
だ
り
た
区
別
は
指
摘
で

き
な
い
．
僅
か
に
執
行
猶
予
率
の
差
異
．
（
表
ー
3
1
－
b
参
照
）
に
こ
の
点
の
考
慮
を
窺
う
の
み
で
、
三
〇
年
量
刑
資
料
に
お
い
て
も
こ
の
点
に
つ
き

触
れ
た
も
の
は
見
当
ら
な
か
つ
た
。



輩
殺
鋳
著
明
繋
肇
科
覆
∵
前
述
2
直
大
棄
禦
毫
和
翠
象
健
形
警
莞
冷
霧
る
．
当
時
審
述
藷

事
情
に
よ
り
』
そ
れ
な
り
の
具
体
的
妥
当
性
の
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
弘
ゆ
ま
た
御
刑
が
法
定
刑
の
下
限
に
集
中
す
る
傾
向
と
相
倹
つ
て

今
骨
に
至
つ
て
い
る
と
も
云
え
よ
う
。
し
か
し
」
再
三
触
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
優
生
保
護
法
の
制
定
、
社
会
倫
理
観
の
変
遷
等
に
よ
つ
て
、
真
に

情
状
酌
量
す
べ
き
嬰
児
殺
の
事
例
は
減
少
し
た
。
女
子
の
殺
人
の
場
合
は
、
男
子
の
殺
人
の
場
合
に
比
べ
て
、
動
機
そ
の
他
の
点
で
同
情
す
べ
ぎ

場
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
最
近
の
嬰
児
殺
の
事
例
に
お
い
て
は
、
生
理
的
な
条
件
か
ち
終
局
的
な
責
件
を
負
わ
さ
れ
、
犯
行
へ
と
追
い
こ
ま

れ
た
行
為
者
と
、
そ
こ
ま
で
追
い
こ
ん
だ
相
手
方
（
男
子
）
の
法
的
無
責
任
と
の
ア
ン
パ
㎜
ラ
ン
ス
と
い
う
不
合
理
さ
が
、
嬰
児
殺
を
犯
し
た
母
を

責
め
る
こ
と
に
心
の
痛
み
を
感
じ
さ
せ
る
点
を
除
け
ば
、
嬰
児
を
殺
す
必
然
的
な
原
因
も
、
強
力
な
酌
量
事
由
も
見
出
し
得
な
い
場
合
が
む
し
ろ

　
（
5
0
）

多
炉
。
そ
の
意
味
で
は
、
嬰
児
殺
の
社
会
的
背
景
．
ま
た
そ
の
実
態
が
変
化
し
允
の
に
、
、
一
般
的
に
は
標
準
科
刑
σ
固
定
化
し
た
形
骸
0
み
が
残

つ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。

　
③
　
行
為
事
情

　
ω
　
殺
害
時
期
及
び
方
法
と
科
刑

　
今
回
の
二
一
例
に
つ
き
、
殺
害
時
期
と
刑
と
の
関
係
を
示
す
と
表
i
36
の
通
り
で
、
嬰
児
の
大
小
だ
け
が
量
刑
の
基
礎
と
な
る
の
で
な
い
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
次
に
殺
害
の
方
法
で
あ
る
が
、
女
子
の
殺
人
は
毒
殺
が
多
い
点
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
は
多
く
の
論
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
例
え
ば
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
51
）

コ
ッ
ト
、
タ
ル
ノ
ゥ
ス
キ
ー
、
ポ
ラ
ッ
ク
、
ス
ミ
ス
、
小
野
・
近
藤
、
三
田
、
広
瀬
ら
多
数
）
が
、
嬰
児
殺
の
場
合
は
客
体
が
無
力
な
嬰
児
で
あ
る
た
め
、

毒
物
を
用
い
為
ま
で
も
癒
い
。
と
り
扱
つ
た
一
二
の
事
例
に
お
け
る
殺
害
方
法
は
大
別
す
る
と
墜
落
産
、
絞
殺
、
施
殺
、
鼻
口
圧
、
放
置
の
五
種

　
（
52
）

と
な
る
。
こ
れ
ら
五
方
法
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
併
合
罪
と
あ
関
係
を
考
慮
し
π
図
表
化
毒
た
の
が
表
！
3
7
で
あ
る
．

　
こ
の
表
か
ら
は
ρ
墜
落
分
挽
の
f
例
が
標
準
よ
り
か
な
り
軽
い
、
の
が
目
立
つ
抵
か
は
薄
殺
害
の
方
法
も
ま
た
併
合
罪
も
、
死
体
遺
棄
と
の
併
合

　
　
　
女
燦
狙
罪
舷
鋤
鱒
量
定
慕
一
諺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
（
，
「
四
八
塾



表一36殺害時期と科刑との関係

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
二
）

三
八
　
　
（
一
四
九
〇
）

人
，

数

轟　1人
　4

　9

　1・

　3

　1

執行
猶予懲役殺害時期

4年

3
4
3

2

　　5年

　　3’

　　3

　　2

　　2

1年6月

出産時又は

出産の直後

（合計19名）

1人

1

3
　
　
3

3年

2
生後3ヵ月

　　8ヵ月

罪
は
も
と
よ
り
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
（
例
え
ば
他
に
財

産
罪
を
常
習
的
に
く
り
か
え
し
て
い
る
と
か
）
が
な
い
限

り
異
種
の
犯
罪
と
の
併
合
罪
も
、
量
刑
上
と
く
に
区

別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

妥
当
性
が
志
向
さ
れ
て
い
る
ご
と
を
知
る
の
で
あ
る

　
⑬
量
刑
事
情

　
今
回
の
対
象
例
は
事
例
数
が
少
な
い
の
で
、

軽
・
酌
量
事
情
を
見
る
こ
と
に
す
る
．

　
表
ー
銘
l
a
が
示
す
よ
う
鑑

表一37　殺害方法，罪数と科刑との関係

人数

1人

1
1
1
　
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
ー
ユ

行
予
　
年

　
　
　
2

執
猶

3
3
4
　
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4

懲　役

1年6月

　　2

　　3

　　3

2
2
3
3
3

3

2
3
3
3
3

2
5

』

併合罪名

棄
　
　
　
　
領
棄
　
棄

　
上
遺
　
　
　
横
遺
遺

体
　
　
　
盗
体
　
体

　
同

死
　
　
　
　
窃
死
　
死

死体遺棄

同上，窃盗

棄
反
棄
　
棄
棄
盗

　
　
　
　
　
　
　
窃

，
遺
違
遺
遺
遺
犯

体
防
体
体
体
累

　
　
　
　
　
　
　
習

死
売
死
　
死
死
常

殺害方法

墜落産

上
上
上
　
殺

同
同
同
　
絞

上
月
上
上
上

　
翻

　
後同

生
同
同
同

拒殺
鼻口圧
同　上

（生後3ヵ月）

同　上

上
上
　
置
上

同
同
　
放
同

仔
細
に
検
討
す
る
と
き
、
個
別
的
に
は
手
段
そ
の
他
が
微
妙
に
量
刑
に
影
響
し
、

　
　
（
例
え
ぽ
別
稿
量
刑
資
料
嬰
児
殺
事
例
二
参
照
）
。

個
別
ー
具
体
餉

こ
れ
を
一
般
化
し
て
論
じ
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
予
め
念
頭
に
入
れ
て
、
減

対
象
例
中
東
京
地
裁
関
係
の
一
九
例
は
全
部
執
行
猶
予
で
あ
る
．

こ
れ
は
三
〇
年
量
刑
資
料
の
女
子
の
嬰
児
殺



の
執
行
猶
予
率
が
九
二
・
六
パ
ー
セ
ソ
ト
で
あ
る
の
と
比
較
し
て
詣
な
室
障
同
輩
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
被
告
人
の
年
齢
が
と
り
わ
け
若
く
（
全
員
二

〇
代
．

し
か
も
一
九
名
中
一
六
名
は
二
、
五
歳
以
下
で
あ
る
。
「
三
〇
年
量
刑
資
料
」
で
は
、
女
子
の
嬰
児
殺
有
罪
者
は
四
一
名
で
あ
る
が
、
う
ち
、
二
五
歳
以
下
一
八

名
、
三
〇
歳
未
満
二
三
名
、
三
〇
歳
以
上
一
八
名
で
あ
つ
た
の
と
比
較
し
て
も
顕
著
で
あ
る
）
、
前
科
、
前
歴
の
な
い
こ
と
（
本
来
前
科
、
前
歴
の
な
い
こ
と

表一38　嬰児殺事例の減軽・酌量事情

封 事例数 情状酌量された事由、 黍例数

n
乙
　
　
－

反省・悔悟・改唆の惰

妊娠め相手方の無責任 8
3
Q
り
　
3
　
　
Q
リ
　
ウ
甜
　
ワ
召
　
ウ
臼
　
－

初犯である（前科・前歴のない）こと

充分な監護・監督老がいること

結婚を約束し，又は望む者がいること

若年であること

発作（偶発）的犯行であること

無知・低劣な知能
出産直後の興奮状態でなされた犯行
であること

女
性
犯
罪
と
刑
の
，
量
定
、
（
二
）

お
い
て
と
く
に
最
多
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、

あ
つ
て
も
、
執
行
猶
予
の
条
件
で
は
な
い
。

て
反
省
・
悔
悟
・
改
俊
の
情
が
と
く
に
酌
量
減
軽
の
第
｝
の
事
由
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

い
、
y
亥
執
行
猶
予
が
蚕
喫
釈
放
蓋
る
点
で
仮
釈
勢
の
蒲
簾
求
め
髭
塗
窪
い
こ
と
資

意
識
的
に
改
俊
の
情
が
重
視
さ
れ
た
庵
の
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
（
輔
四
九
山
）

は
酌
量
事
情
で
は
な
い
が
、
こ
れ
な
考
慮
す
る
の
が
慣
例
の
よ
う
で
あ
る
）
が
考
慮
さ
れ
た
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
判
決
自
体
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
明
示
的
に
言
及
し
た
も

の
は
思
つ
た
よ
り
少
な
く
、
反
対
に
量
刑
事
情
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
な
い
（
三
例
）

か
、
酌
量
事
情
を
列
挙
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
「
情
状
に
よ
り
」
刑
の
執
行
を
猶
予
す

る
の
を
相
当
と
す
る
（
孟
例
）
と
い
う
だ
け
に
止
ま
る
も
の
が
四
割
近
く
も
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
判
決
中
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
だ
主
な
も
の
を
列
挙
す
る
と
表
ー
38

の
通
り
で
あ
る
。

，
反
省
悔
悟
、
改
俊
の
情
が
考
慮
さ
れ
た
の
が
八
例
で
、
巖
も
多
い
。
こ
れ
が
量
刑
に

際
し
て
重
要
視
さ
れ
る
因
子
で
あ
る
こ
と
は
前
掲
中
判
事
補
の
論
文
（
「
量
刑
の
実
際
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
V

そ
の
諸
問
題
」
）
所
掲
の
第
2
表
に
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、
、
今
回
の
嬰
児
殺
の
対
象
例
に

　
　
　
　
　
　
　
注
目
に
価
す
る
。
改
俊
の
情
は
仮
出
獄
の
条
件
（
刑
法
二
八
条
）
で
は

　
　
　
　
　
し
か
し
一
二
例
中
二
〇
例
が
刑
の
執
行
猶
予
付
と
さ
れ
た
嬰
児
殺
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
に
特
別
の
酌
量
事
情
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無



　
　
　
罫
轡
狛
罪
藁
荊
の
量
定
つ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
（
｛
四
九
二
）

　
殺
人
罪
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
被
害
者
側
に
非
難
さ
れ
る
べ
ぎ
点
が
あ
づ
た
こ
と
が
情
状
酌
量
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
て
来
た
と
い
え
る
が
、

嬰
児
殺
に
関
す
る
限
り
、
被
害
者
に
は
何
ら
問
わ
れ
る
べ
き
責
は
な
い
。
そ
の
代
り
、
妊
娠
、
出
産
の
相
手
方
（
嬰
児
の
父
）
の
無
費
任
な
徳
度
が
、

母
親
で
あ
る
被
告
人
の
責
任
を
軽
減
す
る
働
き
を
す
る
（
三
例
）
。
相
手
方
の
強
制
的
な
情
交
に
よ
る
懐
妊
の
場
合
は
も
と
よ
り
（
こ
の
場
合
は
、

優
生
保
護
法
の
適
用
に
よ
り
適
法
な
人
工
妊
娠
中
絶
も
可
能
で
あ
る
．
同
法
一
四
条
一
項
五
号
参
照
）
、
不
倫
関
係
に
よ
る
妊
娠
の
場
合
で
あ
つ
て
も
、
r
嬰

児
に
対
す
る
責
任
は
事
実
上
の
父
母
双
方
に
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
，
懐
胎
す
る
の
は
女
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
結
局
母
親
だ
け
が
そ
の
全
責
任
を
負
わ

さ
れ
、
追
い
つ
め
ち
れ
、
堕
胎
又
ば
嬰
児
殺
へ
と
駆
り
た
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
父
親
の
方
は
直
接
手
を
下
し
、
母
親
の
行
為
に
加
担
し
な
い

限
り
、
刑
事
責
任
を
間
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
堕
胎
又
は
嬰
児
殺
を
犯
す
母
親
は
、
観
点
を
か
え
れ
ば
一
種
の
被
害
者
で
あ
る
と
さ
え
云
う
こ
と

が
出
来
る
。
正
し
く
哀
し
き
女
の
性
の
も
た
ら
す
結
果
で
あ
づ
て
、
こ
の
現
象
は
た
と
え
歴
史
的
、
社
会
的
情
勢
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
よ
う
と

も
、
古
今
東
西
に
普
遍
的
事
実
で
あ
る
。
判
例
が
被
告
人
の
み
を
責
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
相
手
方
の
無
責
任
を
刑
の
減
軽
事
情
と
し
て
考
慮
す

る
の
は
、
そ
の
意
味
で
正
当
で
お
ろ
う
。

　
ま
た
、
東
京
地
裁
の
事
例
の
よ
う
に
、
年
齢
の
若
い
行
為
者
に
つ
い
て
は
、
端
的
に
若
年
で
あ
る
こ
と
が
酌
量
事
由
と
さ
れ
る
（
二
例
）
が
、

こ
の
ほ
か
、
充
分
な
監
護
、
監
督
の
期
待
で
ぎ
る
者
の
い
る
こ
と
r
（
家
族
ま
た
は
雇
主
）
、
さ
ち
に
は
結
婚
を
約
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
希
望
す
る
者

が
い
る
こ
と
が
働
量
事
由
と
さ
れ
る
の
も
．
被
告
人
の
若
年
令
乏
関
連
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
．
こ
ど
に
、
結
婚
の
相
手
方
が
い
る
と
い
う
こ
と

が
明
示
の
酌
量
事
由
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
女
性
に
と
つ
て
、
結
婚
は
永
久
就
職
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
と
り
わ
け

関
心
を
惹
く
の
で
あ
る
．

　
前
科
、
前
歴
の
な
い
こ
と
も
、
　
一
般
的
な
酌
量
事
由
と
さ
れ
て
い
る
め
は
む
し
ろ
奇
妙
で
あ
る
が
（
本
来
法
定
刑
は
前
科
の
な
い
こ
と
」
正
し
く
は

累
犯
者
で
は
な
い
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
科
の
菰
い
こ
と
が
独
立
の
酌
量
因
子
と
さ
れ
る
の
は
法
本
来
の
趣
旨
で
は
な
い
筈
で
あ
る
）
、
刑
の

執
行
を
猶
予
す
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
「
前
に
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
蛙
ら
れ
た
る
ご
と
な
き
者
㌧
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
荊
法
二
五
条
）
か



ら
、
一
二
例
中
二
〇
例
ま
で
が
刑
の
執
行
猶
予
付
の
嬰
児
殺
事
例
に
お
い
て
は
、
前
科
前
歴
の
な
い
ン
～
と
（
初
犯
で
あ
る
こ
と
y
は
む
し
ろ
も
つ
と

多
鴎
の
事
例
で
明
示
さ
れ
て
も
よ
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
こ
れ
を
酌
量
事
情
と
し
て
挙
げ
た
も
⑳
は
三
例
に
止
ま
る
。

　
嬰
児
殺
の
事
例
で
は
、
妊
娠
・
分
娩
の
事
実
を
完
全
に
隠
そ
う
と
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
す
る
こ
と
．
ま
た
分
娩
の
瞬
間
が
来
た
時
も
生
れ
て
来
る

子
供
の
た
め
に
何
の
準
備
も
し
て
い
な
い
こ
と
、

ひ
た
す
ら
秘
密
保
持
に
全
精
神
な
集
中
す
る
こ
と
、
殆
ど
が
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
殺
し
て
し
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
）

で
は
い
る
が
、
事
前
の
何
の
計
画
も
な
い
か
ら
殺
す
手
段
は
却
つ
て
単
純
な
こ
と
等
、
す
で
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
全
く

同
様
の
こ
と
が
対
象
例
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
臨
月
ま
で
何
の
準
備
竜
、
措
置
も
と
ら
ず
、
徒
ら
に
思
い
悩
む
の
み
で
日
を
過
し

て
い
る
の
が
殆
ど
で
あ
る
ヂ
嬰
児
殺
の
事
例
で
は
、
一
方
で
は
本
人
自
身
に
つ
い
で
問
題
が
あ
軌
、
胎
児
に
対
す
る
母
性
本
能
、
診
療
に
伴
う
差

恥
心
、
、
人
工
妊
娠
中
絶
手
術
に
対
す
る
不
安
感
、
手
術
に
要
す
る
経
済
的
負
担
に
対
す
る
配
慮
等
か
ら
ズ
ル
ズ
ル
分
姫
期
を
迎
え
、
結
局
行
為
に

出
る
、
と
い
う
こ
と
も
相
雪
の
理
由
で
は
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
心
神
耗
弱
に
近
い
精
神
状
態
に
狗
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
嬰
児
殺

の
場
合
、
殆
ど
が
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
る
（
表
1
2
8
－
a
、
3
1
L
b
参
照
）
た
め
、
、
知
能
指
数
等
を
知
る
デ
ー
タ
を
欠
く
が
、
わ
が
国
で
、
女
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

犯
罪
者
と
し
て
刑
務
所
に
入
所
す
る
よ
ヶ
な
者
は
、
後
の
機
会
に
実
証
す
る
よ
う
に
、
驚
く
ほ
ど
知
能
の
低
い
者
が
多
い
．
嬰
児
殺
は
刑
務
所
の

世
話
に
な
る
ご
と
こ
そ
少
い
が
．
こ
の
点
で
は
や
は
り
例
外
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
実
際
に
対
象
例
の
中
に
は
、
軽
度
の
精
神
分

裂
病
を
病
む
母
を
も
つ
者
も
あ
り
、
明
ら
か
に
精
神
疾
患
の
疑
の
あ
る
場
合
を
も
含
め
て
．
精
神
鑑
定
の
事
例
は
一
例
も
な
く
、
量
刑
事
情
と
し

て
こ
の
点
に
言
及
し
、
か
つ
心
神
耗
弱
を
認
め
た
も
の
は
二
例
に
止
ま
つ
た
の
は
残
念
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
行
為
者
本
人
の
内
在
的
な
問
題
の
他
に
．
嬰
児
殺
の
事
例
で
は
、
周
囲
の
無
関
心
に
も
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
妊
娠
の

事
実
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
と
の
本
人
の
努
力
は
涙
ぐ
ま
し
い
も
の
が
あ
つ
た
に
せ
よ
、
今
何
の
対
象
例
の
大
多
数
の
場
合
の
よ
う
に
、
ご
く

若
い
未
婚
女
性
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
周
囲
、
と
く
に
家
族
、
雇
用
者
等
が
早
期
に
気
づ
い
て
く
れ
れ
ば
、
分
娩
を
迎
え
る
に
し
ろ
．
そ
れ
以

前
に
処
置
す
る
に
せ
よ
．
嬰
児
殺
の
他
に
何
ら
か
よ
り
よ
い
方
法
は
あ
つ
た
も
の
を
、
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
｛
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
（
一
四
九
三
）



　
　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
（
噌
四
九
四
）

　
何
れ
に
も
せ
よ
、
右
の
諸
事
情
に
つ
き
、
説
明
な
し
に
標
準
科
刑
を
言
渡
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
点
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
刑

の
具
体
的
妥
当
性
が
期
待
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
法
律
上
減
軽
の
事
由
と
し
て
は
、
自
首
減
軽
が
認
め
ら
れ
た
も
の
が
一
例
あ
つ
た
の
み
で
あ
る
．
し
か
も
こ
の
自
首
ケ
ー
ス
は
対
象
例
中
最
も

月
齢
の
進
ん
だ
生
後
八
ヵ
月
の
嫡
出
女
児
殺
で
母
子
無
理
心
中
の
形
態
で
あ
つ
て
嬰
児
殺
と
し
て
は
特
例
の
場
合
で
あ
る
．
こ
の
ケ
ー
ス
を
除
ぎ

嬰
児
殺
の
場
合
自
首
の
例
が
な
い
の
も
、
今
回
の
特
徴
で
あ
る
。

（
37
）
　
不
破
・
前
掲
「
刑
の
量
定
に
関
す
る
実
証
的
研
究
」
刑
事
法
上
の
諸
問
題
二
二
七
～
二
三
四
頁
。

（
3
8
）
　
植
松
・
「
嬰
児
殺
に
関
す
る
犯
罪
学
的
研
究
」
刑
事
法
の
理
論
と
現
実
⇔
、
小
野
博
士
還
暦
記
念
一
八
三
～
二
三
一
頁
。

（
3
9
）
　
不
破
・
前
掲
論
文
二
二
八
頁
、
植
松
・
前
掲
論
文
二
一
一
頁
。

（
4
0
）
　
嬰
児
殺
を
犯
し
て
実
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
七
名
の
う
ち
、
笠
松
刑
務
所
に
収
容
の
M
・
H
は
懲
役
六
年
で
か
な
り
刑
が
重
い
．
こ
れ
は
実
母
の
不
義
の
子
殺
し
と

　
い
う
、
嬰
児
殺
と
し
て
は
特
異
の
事
例
で
あ
る
が
、
犯
行
当
日
、
さ
ら
に
、
情
夫
の
家
に
放
火
し
、
現
住
建
造
物
を
焼
搬
し
た
た
め
刑
が
重
く
な
つ
た
も
の
で
、
量
刑
の

面
で
は
嬰
児
殺
と
し
て
取
扱
う
の
は
不
適
当
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
栃
木
刑
務
所
に
収
容
の
M
・
K
及
び
T
・
K
、
和
歌
山
刑
務
所
に
収
容
の
Y
・
N
、
麓
刑
務
所
に
収

容
の
H
・
K
の
場
合
は
、
複
数
の
実
子
殺
の
事
例
で
、
嬰
児
の
他
に
幼
児
を
も
殺
害
し
て
い
る
た
め
、
実
刑
と
な
つ
た
も
の
で
、
こ
れ
も
嬰
児
殺
と
し
て
で
は
な
ぐ
、
実

　
子
殺
し
の
範
疇
に
入
れ
る
方
を
妥
当
と
考
え
た
の
で
以
上
五
例
を
除
外
し
た
。
た
だ
し
、
和
歌
山
刑
務
所
収
容
の
T
・
Y
の
場
合
は
、
嬰
児
殺
・
死
体
遺
棄
の
他
に
窃

盗
・
横
領
を
重
ね
な
が
ら
懲
役
三
年
（
執
行
猶
予
四
年
、
保
護
観
察
付
）
の
言
渡
を
う
け
た
の
に
、
猶
予
期
間
中
に
さ
ら
に
詐
欺
・
窃
盗
を
働
い
た
た
め
、
前
刑
と
併
せ

　
て
刑
の
執
行
を
受
け
る
に
お
よ
ん
だ
も
の
で
、
嬰
児
殺
の
分
を
分
離
し
て
扱
ヲ
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
笠
松
刑
務
所
に
収
容
の
S
・
K
の
場
合
も
常
習
累
犯
窃
盗
と
の

併
合
罪
で
は
あ
る
が
、
嬰
児
殺
の
方
が
重
大
な
犯
罪
と
し
て
量
刑
が
為
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
例
は
今
回
の
対
象
に
加
え
る
こ
と
に
し
た
。

（
4
1
）
　
従
つ
て
一
九
二
七
年
の
界
～
O
O
曾
嶺
ぎ
Φ
吃
事
件
で
は
、
八
月
一
九
日
生
れ
の
子
供
は
九
月
二
一
日
に
は
，
新
生
μ
児
（
、
、
き
琶
望
言
ヨ
、
、
魯
ま
）
で
は
な
い
と

判
決
さ
れ
て
い
る
。
　
O
許
い
コ
Oo
葺
韻
。
鳩
の
一
8
ぎ
け
、
砕
9
鴨
箸
亀
些
Φ
♀
ぎ
ぼ
亀
霊
ヨ
一
3
ρ
㍗
旨
①
”
2
9
＄
伊

（
4
2
）
　
ケ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
二
年
の
嬰
児
殺
法
制
定
前
、
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
二
一
年
ま
で
の
一
七
年
間
に
六
〇
人
の
婦
女
が
嬰
児
殺
人
罪
と
し
て
死
刑
を
言
渡

　
さ
れ
た
が
．
こ
の
う
ち
五
九
人
の
場
合
に
減
刑
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
理
論
と
実
際
と
の
相
違
を
除
去
す
る
た
め
に
一
九
二
二
年
の
嬰
児
殺
法
が
制
定
さ
れ
た
の
だ
と
い

　
う
。
』
≦
。
O
①
色
日
畦
ま
鮮
囚
曾
蔓
．
の
O
暮
一
ぎ
霞
亀
♀
讐
昌
亀
ピ
即
ヨ
ご
夢
a
‘
一
8
9
質
お
伊
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
母
親
の
胎
盤
内
に
あ
る
胎
児
は
も
と
よ
り
、

分
娩
中
、
母
体
か
ら
完
全
に
分
離
さ
れ
な
い
う
ち
は
、
ま
だ
殺
人
罪
の
客
体
と
し
て
の
冒
目
導
冨
ぎ
α
⇔
で
は
な
く
、
従
つ
て
こ
れ
を
殺
害
し
て
も
殺
人
罪
と
は
な
ら
な

　
い
（
。
捨
幹
8
冨
晃
・
U
凝
Φ
聲
》
笛
8
）
と
い
う
よ
う
に
、
人
の
始
期
に
づ
い
て
極
め
て
限
定
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
従
来
謀
殺
の
刑
が
死
刑
に
限
定
さ
れ
て
い
た



　
ζ
と
と
関
連
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．

（
4
3
）
一
　
一
九
三
八
年
嬰
児
殺
法
は
「
生
後
二
一
ヵ
月
未
満
の
自
己
の
子
供
の
死
を
故
意
の
作
為
又
は
不
作
為
に
よ
り
惹
起
さ
せ
た
婦
女
」
（
傍
点
筆
老
）
を
行
為
の
主
体
と

　
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
植
松
・
前
掲
論
文
一
九
五
頁
注
（
1
）
が
「
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
わ
が
国
同
様
、
犯
罪
主
体
を
格
別
女
性
に
限
る
こ
と
に
し
て
い

　
た
い
法
制
の
も
と
に
お
い
て
も
、
嬰
児
殺
犯
人
は
み
な
女
性
と
な
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
法
規
上
の
限
定
は
な
く
て
も
、
嬰
児
殺
の
概
念
を
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

　
と
同
様
に
解
釈
し
て
、
こ
の
罪
名
を
附
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
の
は
な
に
か
の
誤
解
に
も
と
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
嬰
児
殺
犯
人
が
女

　
性
ぽ
か
り
な
の
は
法
規
上
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。

（
4
4
疑
　
堕
胎
の
減
少
に
つ
い
て
も
同
じ
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ょ
引
。
例
え
ば
、
ス
ミ
ス
は
産
児
制
限
の
普
及
が
嬰
児
殺
の
数
を
減
少
さ
せ
、
ま
た
今
日
の
西
欧
諸
国

　
の
大
多
数
で
、
私
生
子
に
対
す
る
態
度
が
一
層
寛
大
に
な
つ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
理
由
か
ら
堕
胎
の
数
も
少
な
く
な
つ
た
と
し
て
い
る
　
（
oo
旨
葺

号
9
f
P
ま
）
。
こ
れ
と
の
関
連
で
，
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ィ
ン
パ
リ
ス
の
あ
げ
る
各
国
の
私
生
子
出
生
率
は
、
論
者
の
云
う
よ
う
に
、
そ
の
数
字
が
関
係
国
家
に
と

　
つ
て
社
会
問
題
の
大
小
を
厳
密
に
反
映
し
で
は
い
な
い
（
そ
の
極
端
な
例
が
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
）
と
し
て
も
．
な
お
興
味
を
ひ
く
も
の
が
あ
る
。
O
播
≦
磧
一
三
即
妻
ぎ
b
零
β

景
o
q
β
目
貰
幕
傷
窯
。
導
霞
慧
幽
瓢
簿
曾
ま
」
8
P
b
や
認
～
巽
た
だ
、
わ
が
国
で
は
、
戦
後
、
性
的
解
放
と
産
児
制
限
と
が
並
行
し
て
進
め
ら
れ
．
さ
ら
に
優
生

像
護
法
の
制
定
が
こ
れ
に
加
わ
つ
て
、
産
児
制
限
の
普
及
が
直
ち
に
堕
胎
の
減
少
に
は
つ
な
が
ら
な
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
堕
胎
罪
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
小

　
泉
英
一
・
「
堕
胎
罪
の
研
究
」
（
昭
和
三
一
年
）
参
照
。

（
4
5
）
　
植
松
・
前
掲
論
文
一
九
九
頁
。
こ
こ
に
は
℃
貰
目
9
＄
穿
ぎ
踏
。
一
品
裾
」
総
9
サ
串
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
同
旨
の
も
の
と
し
て
他
に
凄
畠
島
聲
宮
夷
葬
勲

φ
‘
ψ
刈
ρ
ω
昌
葺
8
。
葺
‘
や
旨
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

（
菊
）
　
行
為
主
体
は
大
多
数
が
母
親
の
み
に
限
定
し
、
他
は
、
母
親
の
ほ
か
に
母
方
の
祖
父
母
（
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
．
そ
の
他
母
方
の
親
族
を
含
む
も
の
（
ア
ル
ゼ

　
ン
チ
ソ
）
、
無
限
定
の
も
の
（
イ
タ
リ
ア
、
ト
ル
コ
）
が
あ
る
が
少
数
で
あ
る
。
ま
た
母
親
の
中
で
も
と
く
に
婚
姻
外
の
子
の
母
又
は
不
法
な
情
交
に
よ
つ
て
懐
胎
し
た

　
婦
女
に
限
定
す
る
も
の
さ
え
あ
る
（
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ッ
、
フ
ィ
ン
ラ
ソ
ド
、
ハ
ソ
ガ
リ
ー
。
オ
r
ス
ト
リ
ア
は
嫡
出
子
の
場
合
と
非
嫡
出
子
の
場
合
と
を
区
分
す
る
）
。

　
行
為
の
客
体
と
し
て
は
生
後
一
ニ
ヵ
月
未
満
の
嬰
児
を
対
象
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
を
最
広
範
囲
と
し
て
ゆ
生
後
八
日
以
内
の
嬰
児
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
、
又
は
新
生
児
（
フ
ラ
ン

　
ス
、
ス
ペ
イ
ソ
、
チ
ェ
コ
ス
目
バ
ギ
ア
、
ト
ル
コ
）
の
ほ
か
．
多
く
は
分
娩
中
又
は
分
娩
直
後
の
嬰
児
に
限
定
す
る
。
ま
た
行
為
事
情
に
つ
い
て
も
、
動
機
と
し
て
不
名

　
誉
を
隠
す
た
め
に
又
は
せ
つ
ば
つ
ま
つ
て
犯
さ
れ
た
場
合
に
限
定
す
る
も
の
、
分
娩
に
よ
つ
て
生
じ
た
精
神
的
な
錯
乱
の
影
響
下
に
行
為
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
条
件
と

　
す
る
も
の
等
の
限
定
を
付
し
て
い
る
（
表
ー
％
参
照
）
。

（
4
7
）
　
も
つ
と
も
堕
胎
罪
に
対
す
る
処
罰
は
そ
の
国
の
社
会
倫
理
観
、
と
く
に
性
的
解
放
と
無
関
係
で
は
た
い
。
そ
の
点
で
比
較
的
自
由
な
ス
ウ
ェ
！
デ
ソ
で
は
、
婦
女
自

　
身
の
堕
胎
（
二
年
以
下
の
拘
禁
で
あ
る
が
、
酌
量
す
べ
ぎ
状
況
が
あ
る
と
き
は
軽
減
さ
れ
る
ー
ス
ウ
ェ
ガ
デ
ン
刑
法
第
三
章
四
条
一
項
）
は
原
則
と
し
で
訴
追
さ
れ
な

　
い
も
の
と
さ
れ
（
同
法
同
章
一
一
条
一
項
）
、
ソ
連
で
は
、
さ
ら
に
、
も
つ
乏
徹
底
し
て
自
己
堕
胎
は
完
全
に
不
処
罰
と
さ
れ
、
ー
医
師
に
よ
る
不
法
堕
胎
お
よ
び
医
学
的

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
二
）

四
三
　
　
（
一
四
九
五
）



女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
二
）

四
四
　
　
（
一
四
九
六
）

　
素
養
の
な
い
者
に
よ
る
堕
胎
が
処
罰
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
　
（
｝
九
六
〇
年
目
シ
ア
共
和
国
刑
法
典
一
噌
六
条
参
照
）
。
同
様
に
し
て
チ
ェ
コ
ス
β
パ
キ
ア
刑
法
二
二
九
条

　
も
「
自
ら
堕
胎
を
行
な
い
ま
た
は
他
人
に
堕
胎
を
依
頼
も
し
く
億
許
容
し
た
妊
婦
自
身
は
、
教
唆
又
は
報
助
に
関
す
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
処
罰
さ
れ
な
い
」
と
規
定
し

　
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
欧
米
で
は
堕
胎
罪
だ
け
で
は
な
く
、
堕
胎
の
た
め
の
薬
物
、
物
件
等
の
広
告
、
陳
列
等
ま
で
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ぽ
ド
イ
ッ
刑

法
二
一
八
．
二
一
九
条
．
一
九
六
一
年
イ
リ
ノ
イ
州
刑
法
二
三
条
二
節
『
同
三
節
、
一
九
六
二
年
ア
メ
リ
カ
模
範
刑
法
典
二
三
〇
・
三
条
六
項
な
ど
参
照
）
。
な
お
、
堕

　
胎
罪
の
立
法
例
の
中
に
は
ド
イ
ッ
刑
法
二
一
八
条
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
そ
れ
と
は
異
つ
て
、
胎
児
の
殺
害
を
要
件
と
す
る
も
の
が
注
目
さ
れ
る
．

（
48
y
前
掲
表
1
2
3
に
よ
れ
ぽ
、
一
般
の
刑
の
執
行
猶
予
率
は
昭
和
三
六
～
四
〇
年
の
五
年
間
平
均
で
男
子
四
七
・
五
％
、
女
子
六
九
・
九
％
に
対
し
、
皐
○
年
量
刑
資
料

　
で
は
、
表
1
3
1
1
b
の
通
り
、
男
子
六
四
・
二
％
、
女
子
九
二
・
六
％
で
あ
り
、
東
京
地
裁
の
資
料
に
至
つ
て
は
、
女
子
一
〇
〇
％
（
表
ー
2
8
t
a
参
照
）
で
あ
る
。
、
前

　
掲
武
安
・
所
・
「
日
英
独
三
国
に
お
け
る
生
命
犯
に
対
す
る
刑
の
量
定
⇔
」
第
4
表
も
、
昭
和
一
三
～
三
三
年
平
均
で
尊
属
殺
を
除
く
一
般
殺
人
に
対
す
る
執
行
猶
予
率

　が

三
二
・
二
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
嬰
児
殺
の
場
合
は
七
八
・
三
％
と
格
段
の
開
き
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
法
曹
時
報
一
四
巻
九
号
四
三
頁
）
。

（
4
9
）
　
こ
の
点
は
多
く
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
武
安
・
所
・
前
掲
論
文
四
二
頁
。
高
橋
正
己
・
前
掲
「
量
刑
の
変
遷
に
つ
い
て
」
三
五
四
頁
。
ま
た
刑
事

裁
判
資
料
第
五
九
号
「
量
刑
の
変
遷
に
関
す
る
統
計
」
三
七
頁
は
「
嬰
児
殺
に
お
け
る
寛
刑
傾
向
は
そ
の
極
限
に
達
し
て
い
る
と
謂
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。

（
5
0
）
　
よ
く
母
性
愛
は
女
性
の
犯
罪
抑
止
の
役
割
を
果
す
と
い
わ
れ
（
例
え
ば
三
田
・
前
掲
書
二
頁
）
、
嬰
児
殺
は
母
親
が
そ
の
母
性
愛
と
の
葛
藤
の
末
最
愛
の
我
が
子

　
を
殺
害
す
る
場
合
で
、
情
状
ま
こ
と
に
憐
れ
む
べ
き
場
合
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
昨
今
、
日
本
に
も
母
性
愛
絶
対
で
、
わ
が
子
の
た
め
自
己
犠
牲
を
惜
し
ま
な
い

多
く
の
母
親
達
の
中
に
、
・
全
く
自
己
中
心
で
他
人
は
も
と
よ
り
わ
が
子
さ
え
眼
中
に
な
い
と
い
ウ
だ
娘
た
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
来
て
い
る
。
し
か
も
「
産
み
の
親
よ
り
育
て

　
の
親
」
と
い
う
諺
も
あ
る
よ
う
に
共
に
生
活
し
、
育
ん
で
こ
そ
愛
は
深
ま
る
も
の
で
、
分
娩
直
後
で
、
う
す
気
味
悪
い
肉
塊
の
よ
う
に
さ
え
見
え
る
嬰
児
に
対
し
て
は
愛

情
よ
り
も
困
惑
が
先
に
立
ち
、
し
か
も
何
の
抵
抗
も
な
い
客
体
で
あ
る
た
め
に
安
易
に
、
夢
中
で
殺
害
す
る
こ
と
は
往
々
に
し
て
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
嬰
児
殺
と

幼
児
殺
（
親
子
心
中
の
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
）
と
は
、
か
な
り
事
情
を
異
に
す
る
（
こ
の
意
味
で
も
一
年
未
満
児
を
す
べ
て
嬰
児
と
し
て
扱
う
今
の
裁
判
慣
例
に
は
疑

　
問
が
あ
る
）
し
、
若
い
世
代
に
お
け
る
母
心
の
変
容
に
も
も
う
少
し
注
意
を
払
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
51
）
　
客
聖
。
ダ
臼
ぎ
け
誓
薯
Φ
蔓
。
鴎
≦
ぎ
ぎ
声
芦
S
鎚
㍗
8
（
但
し
ス
ミ
ス
前
掲
書
二
四
頁
の
引
用
に
よ
る
y
■
釜
3
。
壽
尊
一
卜
窪
周
㊦
唐
目
醗
国
。
且
。
崔
聲
冒
O
o。℃

　
リ
マ
一
忠
～
ω
ω
ω
（
但
し
次
の
ポ
ラ
ッ
ク
の
引
用
に
よ
る
y
ぎ
一
宣
ぎ
。
サ
鼻
‘
　
℃
や
♂
～
嵩
，
（
広
瀬
訳
・
一
九
～
二
〇
頁
）
．
小
野
・
近
藤
・
前
掲
論
文
一
五
頁
（
通
巻

　
一
〇
二
三
頁
）
、
広
瀬
・
前
掲
「
女
子
殺
人
者
の
精
神
医
学
的
研
究
」
六
九
頁
な
ど
。
ま
た
、

ス
ミ
ズ
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
五
五
年
以
降
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
女

　
性
は
い
な
い
が
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
五
四
年
ま
で
の
間
に
イ
ギ
リ
ス
で
八
人
の
女
性
が
殺
人
罪
で
処
刑
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
半
数
の
四
人
は
毒
殺
で
あ
つ
た
と
報
告

　
し
て
い
る
。
の
巨
詳
F
8
，
9
f
箸
，
b
o
鉾
ω
蒔
こ
の
ほ
か
前
記
ポ
ラ
ッ
ク
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ラ
カ
ッ
サ
ー
ニ
ュ
（
ピ
器
器
器
咬
冨
）
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ト
ム
プ
ソ
ソ

　
（
景
。
§
づ
零
昌
）
の
実
証
を
紹
介
し
て
い
る
（
前
掲
頁
）
。
又
、
ノ
ウ
ン
ル
！
は
、
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
の
ド
イ
ッ
の
謀
殺
統
計
に
基
づ
い
て
謀
殺
の
男
女
比
を

出
し
て
い
る
が
、
・
そ
れ
に
よ
る
と
、
謀
殺
全
体
に
つ
い
て
は
八
九
．
七
六
％
（
男
）
対
一
〇
．
二
辺
％
（
女
）
、
特
別
（
毒
殺
を
除
ぐ
）
謀
殺
で
は
、
九
三
・
二
六
％
対



　
六
●
七
四
％
で
あ
る
、
の
に
対
し
、
毒
殺
だ
け
だ
と
五
三

直
八
五
％
（
男
）
対
四
六
・
一
五
％
と
一
躍
女
子
の
比
率
が
爵
く
な
る
。
絶
対
数
で
は
毒
殺
で
も
男
子
の
数
に
は
至

　
ら
な
い
が
ほ
ぽ
こ
れ
に
近
く
、
右
為
女
子
の
殺
人
の
手
段
と
し
て
毒
殺
が
多
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
一
．
づ
の
証
左
と
云
え
よ
う
。
Q
冨
岳
口
琴
昌
い
U
霞
象
津
馨
昼
円
暮

　
摸
け
窪
○
篭
Φ
ぴ
お
0
9
幹
O
P
O
8
蚕

（
52
）
嬰
児
殺
の
実
行
行
為
中
「
墜
落
産
」
乏
い
う
の
は
、
便
壺
内
に
産
み
落
し
、
汚
物
の
吸
引
に
よ
コ
て
窒
息
死
さ
せ
る
も
の
で
、
衛
生
設
備
の
完
備
し
な
い
わ
が
国
特

　
有
の
殺
害
方
法
で
あ
る
。
た
だ
、
絞
－
拒
殺
そ
の
他
の
殺
害
方
法
の
場
合
と
異
つ
て
、
分
娩
前
に
す
で
に
殺
意
が
形
成
き
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
注
且
さ
れ
る
。

　
欧
光
の
嬰
児
殺
の
殺
害
方
法
に
つ
い
て
は
、
ポ
ラ
ッ
ク
は
窒
息
殺
、
絞
殺
、
傷
害
又
は
頭
蓋
骨
折
、
毒
殺
、
火
傷
、
溺
殺
、
必
要
な
処
置
の
解
怠
等
を
あ
げ
（
ぎ
田
ぎ
多

　
o
罫
も
サ
8
～
曽
）
巻
が
、
モ
，
ー
ト
ン
は
、
主
と
し
て
絞
殺
（
そ
の
ほ
か
で
は
タ
ラ
イ
か
桶
で
溺
死
さ
せ
る
）
を
あ
げ
て
い
る
（
蜜
身
ε
P
β
。
一
f
サ
＄
）
ほ
か
プ
ッ
ペ

　
の
研
究
で
は
窒
息
殺
が
四
九
例
中
二
五
例
と
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
。
艶
　
ρ
℃
巷
饗
．
、
、
N
霞
評
饗
ぎ
一
品
ざ
毒
q
ギ
ε
冨
一
貰
Φ
号
¢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［

困
呂
。
馨
。
箆
＄
、
、
U
①
詳
零
ぎ
竃
a
巨
巳
零
ぎ
譲
8
ぎ
塁
。
ぼ
一
搾
図
ピ
目
（
這
ミ
y
ψ
舘
O
排
）
。
絞
殺
な
い
し
窒
息
殺
が
多
い
点
に
彼
我
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
ト

　
イ
レ
内
の
殺
害
と
し
て
墜
落
産
に
代
つ
て
溺
殺
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
他
わ
が
国
で
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
針
・
鋏
・
庖
丁
に
よ
る
傷
害
刺
殺
、
火
傷
（
と
く
に
犯
跡

　
を
く
ら
ま
す
た
め
）
な
ど
も
見
ら
れ
、
変
化
が
認
め
ら
れ
る
が
、
わ
が
国
の
場
合
は
殆
ど
墜
落
産
、
絞
・
拒
殺
、
鼻
口
圧
の
四
方
法
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

（
53
）
　
中
・
前
掲
論
文
、
刑
法
雑
誌
1
2
巻
2
・
3
・
4
号
二
〇
〇
頁
。
・
本
表
は
東
京
、
大
阪
を
中
心
に
全
国
一
〇
余
箇
所
の
地
方
裁
判
所
の
刑
事
裁
判
官
に
量
刑
に
関
す
る

　
ア
ン
ヶ
ー
ト
を
出
し
て
得
ら
れ
た
結
果
を
表
示
し
た
も
の
の
一
部
で
、
窃
盗
、
傷
害
、
業
務
上
過
失
事
犯
に
関
す
る
「
被
告
人
の
諸
事
情
中
重
要
視
さ
れ
る
因
子
」
を
列

　
挙
さ
れ
た
も
の
で
、
反
省
悔
悟
は
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
に
つ
き
六
位
．
四
位
、
五
位
で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
．

（
5
4
）
　
例
え
ば
タ
串
竃
o
詳
o
P
、
、
頴
彗
亀
Φ
国
o
昌
。
崔
聲
、
．
』
竃
曾
ド
望
ジ
ピ
図
図
図
（
お
謹
y
サ
①
o
。
鳩
男
o
一
蚕
ぎ
o
や
9
f
づ
マ
曽
～
B
（
広
瀬
訳
・
二
五
頁
）
、
の
且
葺
o
う

。
罫
り
寒
●
留
～
ト
っ
9
魯
9
参
照
。

（
5
5
）
　
も
つ
と
も
、
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
で
は
事
情
を
異
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。
キ
ャ
サ
リ
ン
・
サ
リ
バ
ン
女
史
に
よ
れ
ば
、
彼
女
が
ア
ヌ
リ
カ
の
刑
務
所
で
扱
つ
た
女

性
た
ち
は
「
み
ん
な
非
常
に
気
だ
て
の
よ
い
、
有
能
な
女
性
た
ち
で
、
…
…
彼
女
た
ち
欧
大
抵
人
並
か
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
知
性
を
そ
な
え
て
い
る
。
」
「
－
…
彼
女
た
ち

　
は
、
た
い
が
い
、
自
分
の
家
と
大
家
族
を
も
つ
て
お
り
、
子
供
達
か
ら
敬
慕
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
（
国
緯
ざ
ユ
器
警
田
奉
け
）
9
募
≦
ぎ
讐
譲
唇
凝
レ
O
誘
．
サ
田
ρ

　
但
し
ア
ン
・
ス
ミ
ス
・
前
掲
書
二
七
頁
引
用
に
よ
る
）
。
ま
た
ポ
ラ
ッ
ク
も
多
く
の
学
説
を
紹
介
し
、
結
局
、
女
子
囚
人
は
男
子
囚
人
よ
り
も
精
神
的
欠
陥
者
の
率
が
あ

る
程
度
高
く
（
し
か
し
男
女
別
を
論
ず
る
に
足
り
な
い
程
度
の
差
）
女
子
の
方
が
明
ら
か
に
幾
分
好
ま
し
く
な
い
知
能
程
度
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
部
分
売
春
婦
の
低
い

知
能
水
準
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
℃
。
浮
〆
o
や
葺
，
箸
●
昌
ω
～
一
蜀
（
広
瀬
訳
・
二
一
三
～
一
二
五
頁
）

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
、
（
二
》

四
五
　
　
（
一
四
九
七
）



女
性
犯
罪
と
珊
の
量
定
（
二
）

四
六
　
　
（
一
四
九
八
）

b

尊
　
属
　
殺
　
人

　
ω
　
概
説

　
尊
属
殺
人
罪
は
、
多
く
の
立
法
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
謀
殺
、
故
殺
、
嬰
児
殺
の
区
別
も
な
く
、
極
め
て
包
括
的
－
抽
象
的
で
、
法
定
刑
の

枠
、
従
つ
て
量
刑
の
範
睡
の
広
い
殺
人
罪
の
規
定
の
中
で
、
わ
が
現
行
刑
法
が
認
め
る
例
外
的
加
重
類
型
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
56
）

　
尊
属
殺
人
罪
は
、
沿
革
的
に
は
、
・
ー
マ
法
の
冨
三
。
強
0
9
以
来
、
ひ
ろ
く
諸
国
で
認
め
ち
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
今
日
、
こ
れ
を
規

定
す
る
立
法
例
は
比
較
的
少
な
く
、
さ
し
あ
た
り
知
り
え
た
も
の
の
中
で
は
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
三
九
五
条
、
中
華
民
国
刑
法
二
七
二
条
一
項
、
フ
ラ

ソ
ス
刑
法
二
九
九
条
（
な
お
三
〇
二
条
並
び
に
三
一
…
条
参
照
）
、
モ
ナ
コ
刑
法
二
八
四
条
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
刑
法
三
五
五
条
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
刑
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
57
）

三
九
四
条
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
他
で
は
、
尊
属
殺
、
卑
属
殺
の
双
方
に
対
し
て
刑
・
の
加
重
事
由
と
す
る
イ
タ
リ
ア
刑
法
五
七
六
条
一
項
二
号
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

ブ
ル
ガ
リ
ア
刑
法
一
二
七
条
d
号
、
『
ト
ル
コ
刑
法
四
五
〇
条
一
号
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
．
さ
ら
に
ハ
ン
ガ
リ
！
刑
法
三
五
二
条
は
、
尊
属
殺
と
配

偶
者
殺
と
複
数
人
殺
害
と
を
並
べ
て
刑
の
加
重
事
由
と
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
が
、
も
つ
と
広
範
囲
に
．
い
わ
ゆ
る
近
親
謀
殺
の
中
に
直
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

尊
属
を
含
む
も
の
（
例
え
ば
、
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ン
刑
法
八
○
条
一
項
一
号
、
ス
ペ
ィ
ソ
刑
洗
四
〇
五
条
）
な
ど
、
実
質
的
に
尊
属
殺
に
重
刑
を
規
定
す
る
立
法

例
は
必
ず
し
も
稀
と
は
云
え
な
い
。
従
つ
て
、
英
米
刑
法
は
も
と
も
と
通
常
殺
人
か
ら
区
別
し
て
尊
属
殺
重
刑
と
い
う
観
念
を
も
た
ず
（
も
っ
と
も

こ
れ
は
英
米
刑
法
で
は
、
元
来
、
通
常
殺
人
の
刑
そ
の
も
の
が
、
従
来
、
極
刑
で
臨
ま
れ
て
い
た
ー
表
ー
2
6
イ
ギ
リ
ス
刑
法
の
部
参
照
ー
た
め
、
尊
属
殺
を

さ
ら
に
重
刑
で
処
罰
す
べ
き
理
由
も
、
ま
た
そ
の
余
地
も
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
）
、
ド
イ
ッ
刑
法
は
か
つ
て
尊
属
殺
人
罪
を
規
定
し
て

い
た
二
一
五
条
（
「
直
系
尊
属
に
対
す
る
故
殺
は
、
一
〇
年
以
上
の
重
懲
役
又
は
終
身
の
重
懲
役
に
処
す
。
」
な
お
、
通
常
の
故
殺
ば
五
年
以
上
の
重
懲
役
で
あ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

を
一
九
四
一
年
九
月
四
月
の
刑
法
改
正
法
律
に
よ
つ
て
削
除
し
た
の
で
、
今
日
の
主
要
な
立
法
例
で
尊
属
殺
人
罪
の
規
定
を
お
い
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

7
ラ
ン
ス
刑
法
の
み
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
正
し
い
、
と
し
て
も
、
尊
属
殺
を
刑
の
加
重
事
由
に
数
え
る
立
法
例
は
、
今
日
で
も
ま
だ
相
当
数



あ
る
ど
い
5
こ
と
は
、
率
直
に
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
通
常
の
殺
人
に
比
べ
て
、
尊
属
殺
を
重
く
処
罰
す
る
こ
と
は
「
忠
・
孝
」
を
教
育
の
基
本
理
念
と
し
て
掲
げ
、
家
旗
制
度
を
前
提

と
し
た
わ
が
国
の
戦
前
の
社
会
倫
理
観
の
下
で
は
、
む
し
ろ
当
然
と
さ
れ
よ
到
が
、
こ
れ
ら
が
す
で
に
根
底
か
ら
覆
え
さ
れ
、
憲
法
上
「
法
の
下

の
平
等
」
（
憲
法
＋
四
条
）
が
保
障
さ
れ
た
戦
後
は
、
尊
属
殺
規
定
は
違
憲
で
は
な
い
か
と
い
う
論
議
を
生
む
ご
と
に
な
つ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
、
最
高
裁
判
所
は
合
憲
と
し
た
（
最
判
大
法
廷
昭
和
二
五
年
一
〇
月
二
五
日
刑
集
四
巻
一
〇
号
二
二
一
六
頁
。
な
お
尊
属
傷
害
致
死
に
っ
き
最
判
大
法
廷
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

和
二
五
年
一
〇
月
一
一
日
刑
集
四
巻
一
φ
号
二
〇
三
七
頁
参
照
）
が
、
こ
れ
を
違
憲
と
す
る
真
野
、
穂
積
裁
判
官
の
少
数
意
見
が
あ
り
、
学
説
重
た
分

　
　
　
　
　
　
　
（
63
）

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
れ
の
立
場
を
と
る
に
せ
よ
、
死
刑
又
は
無
期
懲
役
の
み
を
規
定
す
る
尊
属
殺
の
法
定
刑
は
、
実
際
上
、
尊
属

殺
の
事
案
が
、
そ
の
具
体
的
情
状
に
お
い
て
、
通
常
殺
人
の
場
合
よ
り
も
却
つ
て
局
情
に
値
す
る
も
の
が
多
い
の
に
対
し
て
、
酷
に
失
す
る
う
え
、

犯
情
の
重
い
尊
属
殺
人
に
対
し
て
も
、
通
常
殺
人
罪
の
法
定
刑
は
死
刑
、
無
期
懲
役
を
も
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
足
り
る
、
と

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

い
う
理
由
で
、
立
法
論
的
に
は
尊
属
殺
人
罪
の
規
定
（
二
〇
〇
条
）
を
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
殆
ど
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
〉

ま
た
，
改
正
刑
法
準
備
草
案
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
従
つ
て
尊
属
殺
人
の
罪
名
は
、
い
ず
れ
は
消
え
行
く
運
命
に
あ
り
、

そ
れ
が
現
実
の
量
刑
に
も
何
ほ
ど
が
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
別
稿
量
刑
資
料
尊
属
殺
事
例
四
参
照
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
尊
属
殺
人
罪
に
つ
い
て
は
、
前
に
も
一
言
し
た
よ
う
に
、
行
為
者
に
同
情
す
べ
き
事
情
の
多
い
場
合
が
一
般
の
殺
人
例
よ
り
多
い

（
6
5
）

こ
と
、
換
言
す
れ
ぽ
、
破
害
者
側
に
主
と
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
点
が
あ
る
場
合
の
多
い
こ
と
は
、
大
方
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
大
塚
教

授
は
，
「
わ
が
国
に
お
け
る
尊
属
殺
人
事
件
の
大
部
分
は
、
行
為
者
に
精
神
異
常
が
み
ら
れ
る
か
、
被
害
者
た
る
尊
属
に
む
し
ろ
強
く
非
難
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

べ
き
行
状
が
う
か
が
わ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
」
で
あ
る
と
ま
で
云
わ
れ
る
。
尊
属
殺
人
罪
に
つ
い
て
も
、
植
松
教
授
の
労
作
「
尊
属
殺
害
の
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

学
的
考
察
」
な
ら
び
に
、
「
近
時
に
お
け
る
尊
属
殺
害
事
例
の
集
約
的
考
察
」
に
貴
重
な
デ
ー
ダ
そ
の
他
で
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

そ
の
対
象
例
三
六
例
全
部
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
表
示
し
た
第
三
表
（
本
稿
表
ー
3
9
：
a
参
照
）
に
記
載
さ
れ
た
遠
因
及
び
動
機
か
ら
判
断
し
て
被

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
（
一
四
九
九
）



表一40－a　男子の尊属殺人事例の被害老表一40－b　女子の尊属殺人事例の被害者

女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
二
）

行為者との続柄　1人　数！戸分比

55．0

20．0

1．7

0．0

3．3

8．3

5．0

33

121

0
2
5
3

父
母
舅
姑

父
母
母

養
養
継
祖　　　父『

祖
　
　
　
母 2

2

3．3

3．3

合　　　計 60 1QO．0

父の内妻　1　　艘　　　　1

叔　　父　1　　弟　　　　2

妻　　　　3　　　子供　　　2

但し下段は同一の機会に殺害された尊属

以外の者。

百分比人数行為者との続柄

20．0

11．4

11．4

40．0

5．7

2．9

2．9

2．9

2．9

7（3）

4（3）

4F（2）

14（12）

2（0）

1（1）

1（1）

1（1）

1（1）

．
父
母
舅
姑

父
母
父
母

養
養
祖
祖

夫の祖母

100．035（24）計合

3（3）

1
　
女

弟
長

¶
⊥
　
　
2

姉
妹
、

但し（）内数は今回の対象例。

下段は同二の機会に殺害された尊属以外の
者。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
（
一
五
〇
〇
）

害
者
た
る
尊
属
の
方
に
原
因
が
あ
り
、
行
為
者
に
同
情
す

べ
き
場
合
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
少
な
く
と
も
一
三
例

（
三
六
．
一
％
）
あ
り
（
も
つ
と
も
こ
こ
で
は
対
象
例
三
六
例
中
詳

細
を
紹
介
さ
れ
た
の
は
二
二
例
の
み
で
あ
る
か
ら
、
決
定
的
に

云
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
）
、
三
〇
年
の
量
刑
資
料
で
は
、

二
七
例
（
表
ー
3
9
1
b
）
中
、
主
と
し
て
被
害
者
側
が
非
難

さ
れ
る
べ
ぎ
場
合
が
九
例
（
三
三
二
二
％
）
、
　
こ
れ
に
準
ず

る
場
合
が
四
例
（
一
四
入
％
）
、
両
者
の
合
計
一
三
例
（
四

八
。
一
％
）
で
あ
つ
た
の
に
対
し
、
今
回
の
対
象
例
二
四
例

（
表
ー
3
9
－
c
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
三
〇
年
量
刑
資
料
の

事
例
ほ
ど
典
型
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
、
分
類

に
窮
す
る
も
の
も
あ
つ
た
が
、
大
よ
そ
の
分
類
に
よ
れ
ば

主
と
し
て
被
害
者
に
非
難
さ
れ
る
べ
ぎ
点
が
存
す
る
場
合

が
四
例
（
一
六
・
七
％
）
、
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
が
五
例
（
二

〇
・
八
％
）
、
両
者
の
合
計
九
例
（
三
七
・
五
％
）
で
、
何
れ

も
相
当
高
率
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
表
ー
3
9
1
c
参
照
）
。

　
次
に
表
ー
3
9
－
a
～
君
か
ら
被
害
者
を
と
り
出
し
て
み

る
と
．
表
ー
4
0
」
a
、
b
と
な
る
。



　
こ
の
表
か
ら
、
男
子
の
尊
属
殺
に
お
い
て
は
、
父
殺
し
が
過
半
数
を
占
め
る
の
に
対
し
．
女
子
㊨
場
合
は
姑
殺
し
が
四
割
（
対
象
例
で
臓
五
割
）

　
　
　
　
　
（
69
）

を
占
め
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
こ
か
ら
、
女
子
の
尊
属
殺
に
お
い
て
は
嫁
、
姑
の
葛
藤
が
原
因
と
な
つ
て
い
る
場
合
の
多
い
こ
と
が
容
易
に
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
70
）

、
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
又
こ
れ
を
職
業
別
に
見
る
と
（
表
1
3
9
参
照
）
、
■
農
業
の
多
い
こ
と
が
目
立
つ
。
職
業
別
で
最
為
多
い
の
は
無
職
で
あ
る
が
、

家
庭
の
主
婦
が
舅
、
姑
そ
の
他
の
家
族
不
和
の
結
果
犯
行
に
至
る
場
合
が
多
い
の
で
当
然
で
あ
り
、
ま
た
無
職
と
は
云
つ
て
も
農
家
で
農
作
業
の

手
伝
い
を
し
て
い
る
例
も
あ
る
の
で
、
実
質
的
に
農
業
は
計
上
値
を
上
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
尊
属
殺
人
は
農
村
犯
罪
で
あ
ゐ
、
と

　
　
　
　
　
　
（
71
）

い
う
従
来
の
定
説
が
正
し
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
玖
同
時
に
、
尊
属
殺
人
は
農
家
の
よ
う
に
老
夫
婦
と
若
夫
婦
と
が
同
居
し
て
大
家
族

制
度
を
と
る
と
こ
ろ
に
生
じ
易
い
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
都
会
的
な
老
・
若
夫
婦
別
居
と
い
う
方
式
を
と
れ
ば
、
平
和
を
保
ち
う
る
家

　
　
　
　
　
　
（
72
）

族
関
係
が
、
同
居
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
日
常
の
些
細
な
不
満
が
雪
だ
る
ま
式
に
ふ
く
れ
上
り
h
新
旧
思
想
の
衝
突
、
加
え
て
老
擁
に
徹
し
得
な

い
女
心
の
若
々
し
い
嫁
へ
の
女
と
し
て
の
嫉
妬
心
、
息
子
を
と
ら
れ
た
よ
う
な
淋
し
さ
、
又
は
い
く
つ
に
な
っ
て
も
な
く
な
ら
な
い
男
の
好
き
心

等
凌
が
プ
ラ
ス
さ
れ
、
原
因
や
動
機
を
つ
く
り
上
げ
る

　表一41　対象例犯人の

2）　知能指数

人数測定数値

1
1
4
6
2
3
4
1
2

能
下

不
　
以

定
測
50

51～　60

61～　70

71～　80

81～　90

91～100

101以上
不　　　明

（
そ
の
意
味
で
は
、
戦
後
か
ね
り
増
加
が
見
ら
れ
た
尊
属
殺
が
昭
和
三
六
年
以
降
め
だ
つ

て
減
つ
た
（
表
1
4
2
ー
丑
～
c
参
照
）
の
は
住
宅
事
情
・
経
済
事
情
と
併
せ
て
生
活
様
式

の
変
化
等
に
も
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
。

　
ま
た
行
為
者
は
知
能
の
低
い
者
が
多
い
せ
い
も
あ
つ
て
（
表
ー
4
1
参
照
）
多
か
れ
少
な

か
れ
追
い
つ
め
ら
れ
た
思
い
で
、
他
に
方
法
は
な
い
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
い
、
短
兵
急

に
結
論
を
出
そ
う
と
し
て
破
局
を
迎
え
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

　
　
　
宣
告
刑

　
旧
刑
法
（
朋
治
一
三
年
）
三
六
二
条
一
項
は
、
尊
属
殺
に
つ
い
て
「
子
孫
其
祖
父
母
父
母
ヲ
謀
殺
故
殺
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス
」
と
規
定
し
、

尊
属
殺
に
対
す
る
刑
を
死
刑
に
限
定
し
て
い
た
が
構
現
行
刑
法
（
明
治
四
〇
年
四
月
二
四
日
公
布
、
明
溶
四
一
年
一
〇
月
一
日
施
行
）
二
〇
〇
条
は
、
、
死

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
（
一
五
〇
“
）



　
　
　
女
篠
犯
罪
と
刑
の
．
量
定
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
（
一
五
〇
二
）

荊
り
他
に
無
期
懲
役
を
規
定
レ
た
。
現
行
刑
法
が
施
行
さ
れ
た
後
、
明
治
四
二
年
か
ら
、
昭
和
一
五
年
ま
で
の
尊
属
椴
人
に
関
す
る
科
刑
一
魔
表

が
表
ー
姐
f
a
で
あ
駆
、
戦
後
昭
和
…
二
年
～
四
〇
年
ま
で
の
科
刑
及
び
男
女
馴
科
刑
を
表
示
し
た
の
が
表
ー
4
2
－
b
、
c
で
あ
る
（
な
お
植
松

論
文
対
象
例
、
昭
和
三
〇
年
量
刑
資
料
、
今
回
の
対
象
例
に
対
す
る
秤
刑
に
つ
い
て
は
表
ー
3
9
－
a
、
b
、
c
を
参
照
さ
れ
た
い
）
．

　
こ
れ
ら
の
表
に
よ
つ
て
知
り
う
る
こ
と
は
、
ω
嬰
児
殺
に
お
け
る
よ
う
な
明
確
な
標
準
科
刑
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。
⑧
こ
こ
で
も
寛
刑
傾
向

が
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
。
こ
と
に
戦
後
の
科
刑
に
お
い
て
も
つ
と
も
顕
著
で
あ
る
こ
と
。
③
尊
属
殺
の
法
定
刑
は
死
刑
又
は
無
期
懲
役
で
あ

り
、
昭
和
二
六
年
ま
で
は
毎
年
死
刑
の
言
渡
が
あ
つ
た
の
に
、
、
昭
和
二
七
年
以
憐
死
刑
判
決
は
全
く
の
例
外
と
な
り
（
女
子
に
つ
い
て
見
る
と
、
昭

和
二
七
年
以
降
號
刑
判
決
は
一
例
も
な
い
）
、
無
期
懲
役
の
比
率
も
著
し
く
減
つ
て
い
る
。
㈲
尊
属
殺
事
例
に
お
い
て
は
、
表
ー
3
9
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
心
神
耗
弱
（
精
神
障
害
）
、
自
首
の
よ
う
な
法
律
上
減
軽
事
由
を
具
備
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
、
一
概
に
は
云
え
な
い
と
し
て
も
、
④
被

害
者
側
に
主
と
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
点
の
存
す
る
場
合
は
刑
が
軽
く
、
即
ち
、
三
〇
年
の
量
刑
資
料
で
は
、
こ
の
場
合
刑
は
六
～
八
年
に
集
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
73
）
　
　
　
、
　
、
、
、

し
、
今
回
の
対
象
例
で
は
こ
れ
よ
り
や
や
軽
く
（
六
年
以
下
）
、
⑬
主
と
し
て
被
害
者
が
非
難
さ
れ
る
べ
き
場
合
と
ま
で
は
云
え
な
く
て
も
、
こ
れ

に
準
ず
る
場
合
、
即
ち
被
害
者
側
に
か
な
り
殺
害
の
原
因
、
動
機
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
概
ね
懲
役
一
〇
年
以
下
で
あ
る
。
中
に
一
例
だ
け
懲

役
一
三
年
と
や
や
重
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
旧
家
の
長
女
に
生
れ
た
被
告
人
が
旧
民
法
当
時
亡
父
の
財
産
を
相
統
し
た
が
、
虚
弱
体
質
の
為
、

母
は
妹
に
婿
養
子
を
迎
え
て
家
業
セ
継
が
せ
、
へ
被
告
入
の
財
産
管
理
も
し
て
い
た
。
後
に
被
告
人
も
結
婚
し
た
が
、
結
婚
に
際
し
て
母
と
気
ま
ず

い
思
い
を
し
た
う
え
、
財
産
が
被
告
人
の
も
の
と
わ
か
つ
た
の
で
こ
れ
を
失
う
ま
い
と
し
て
母
と
被
告
人
の
仲
が
悪
く
癒
り
、
加
え
て
母
が
被
告

人
の
実
印
を
使
つ
て
不
動
産
を
自
己
名
義
に
登
記
を
済
ま
せ
た
り
し
た
為
、
財
産
を
守
る
た
め
に
は
母
を
殺
す
ほ
か
な
し
と
し
て
殺
害
し
た
も
の

で
、
当
時
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
つ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
叔
父
に
強
く
勧
告
さ
れ
た
と
は
い
え
、
自
首
し
て
い
る
。
懲
役
二
二
年
の
刑
（
津

地
方
裁
判
所
鶏
璽
年
戸
音
判
決
）
に
対
し
て
は
且
荊
不
当
も
て
控
訴
嚢
奈
、
犯
行
ま
で
追
い
や
つ
た
事
情
鱗
駒
て
し
か
ゑ

き
で
あ
る
が
、
殺
害
方
法
（
農
薬
に
よ
る
毒
殺
、
苦
し
む
被
害
者
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
現
場
を
立
ち
去
つ
た
）
が
残
忍
で
、
自
首
し
た
も
の
の
叔
父
に



強
く
勧
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
せ
れ
ば
量
刑
不
当
と
は
い
え
な
い
、
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
毛
か
し
、
他
の
事
例
に
対
す
る
科

刑
と
の
比
較
に
お
い
て
は
や
や
疑
問
な
し
と
ば
い
蔦
な
い
。
の
尊
属
殺
の
原
因
が
家
族
間
の
不
和
に
存
す
る
場
合
は
、
三
〇
年
量
刑
資
料
で
は
未

遂
（
三
年
六
月
）
を
除
き
、
一
二
年
以
上
の
有
期
懲
役
、
今
回
の
対
象
例
で
も
未
遂
（
三
年
六
月
）
は
別
と
し
て
一
〇
年
以
上
の
有
期
懲
役
で
あ
る
．

中
で
最
も
重
い
懲
役
一
五
年
の
例
は
被
害
者
（
姑
）
の
わ
が
ま
ま
な
性
格
を
原
因
と
す
る
家
庭
不
和
を
と
り
除
こ
う
と
し
て
亜
砒
酸
入
の
御
飯
を

喰
べ
書
せ
砒
素
中
毒
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
も
の
と
い
う
認
定
で
あ
る
（
仙
台
地
裁
、
古
川
支
部
昭
和
三
酋
年
九
月
一
六
日
判
決
）
が
、
本
人
は
犯
行
を

否
認
し
、
最
高
裁
ま
で
争
つ
た
が
、
上
告
棄
却
さ
れ
て
い
る
（
最
高
裁
昭
和
三
五
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
）
。
－
尊
属
殺
未
遂
（
主
と
し
て
被
告
人
に
非
難
さ

れ
る
べ

き
点
が
あ
る
場
合
以
外
）
は
、
何
れ
の
場
合
も
三
年
六
月
で
あ
る
。
◎
主
と
し
て
被
告
人
に
非
難
さ
れ
る
べ
ぎ
点
が
あ
る
場
合
は
刑
が
最
も

垂
く
、
■
未
遂
の
場
合
を
除
き
三
〇
年
量
刑
資
料
（
男
子
）
で
は
無
期
が
原
則
で
あ
り
今
回
の
対
象
例
で
は
少
年
に
対
す
る
相
対
的
不
定
期
刑
の
場

合
を
除
き
無
期
又
は
一
〇
年
以
上
の
懲
役
で
あ
る
。

　
③
　
行
為
事
情

　
ω
　
殺
害
方
法
と
科
刑

　
殺
害
手
段
に
つ
い
て
は
表
ー
3
9
に
明
示
し
て
あ
る
が
、
植
松
論
文
の
対
象
例
三
六
例
中
女
子
の
犯
行
は
六
例
、
三
〇
年
量
刑
資
料
で
は
三
例
の

み
で
狗
る
。
こ
れ
に
今
回
の
対
象
例
を
加
え
て
、
男
女
別
に
．
殺
害
方
法
を
類
型
化
し
て
表
示
す
る
と
、
表
ー
4
3
－
a
、
b
と
な
る
。
ご
れ
に
対

し
て
、

岡
崎
文
規
教
授
の
「
殺
人
の
研
究
」
中
「
子
が
親
を
殺
害
し
た
手
段
」
．
は
表
…
4
3
－
c
で
あ
る
。

　
以
上
三
表
を
一
見
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
女
子
の
尊
属
殺
人
の
手
段
と
し
て
毒
殺
が
絞
殺
に
次
い
で
第
二
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
今
回
の
対
象
例
か
ら
見
る
限
り
、
わ
が
国
で
は
女
性
殺
人
犯
の
最
も
多
く
用
い
る
殺
害
方
法
は
各
種
ひ
も
類
に
よ
る
絞

殺
（
同
二
四
二
例
中
八
二
例
）
で
、
次
い
で
匁
物
に
よ
る
刺
殺
（
今
回
の
対
象
例
総
数
二
四
二
例
中
七
六
例
）
で
あ
り
、
両
者
で
全
体
の
六
五
％
強
を
占

ぬ
、
毒
殺
は
こ
れ
ら
に
次
ぎ
、
第
三
位
（
伺
二
四
二
例
中
一
三
例
y
で
は
あ
る
が
、
約
九
％
に
と
ど
ま
る
。
岡
崎
教
授
前
掲
書
中
殺
人
器
具
の
分
類
に

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
」
　
　
（
一
孟
〇
三
）



表一43－a　女子の尊属殺人の手段

女
性
犯
罪
≧
刑
の
量
定
λ
二
）

．
比
分百

0
　
4
0
　
0
　
3
　
0
．
2
　
0
　
0
　
．

α
α
3
6
．
α
　
5
。
a
a

O
　
　
つ
J
　
　
　
　
　
　
　
　
Q
J
　
　
　
　
　
－
　
　
　
・

ま

数例

①
の
n
の
・
，
、
D
p
幻

　
Q
　
（
　
（
　
（
　
　
　
（
　
（
　
（

3
　
2
　
1
2
　
0
　
0
　
5
　
1
　
2

つ
」
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
¶
上
　
　
　
’

段手

数
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
他

　
　
　
　
　
　
撃
の

総
絞
拒
圧
毒
刺
斬
打
そ
1．　決定的死因を与えた手段を計上した

2．　（）内数は今回の対象例数

表一43－b　男子の尊属殺人の手段

百分比例・数段手

100．0

12．1

　6．1

　1．5

　0．0

16．7

18．2

40．9

　4．5

66

　
8
　
4
、
1
　
0
．
1
1

12

273

数
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
他

撃
の

総
絞
拒
圧
毒
刺
斬
打
そ

但し例数は併用手段も計上。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
（
一
五
〇
四
）

お
い
て
も
女
子
加
害
者
の
用
い
る
毒
物
は
男
子
加
害
者
の
場
合
（
四
・
八
％
）
よ
り
高

率
で
は
あ
る
が
や
は
り
二
一
％
に
と
ど
ま
る
，
岡
崎
教
授
は
加
害
者
が
男
で
あ
る
と

．
女
で
あ
る
ど
に
か
か
わ
り
な
く
毒
物
…
…
の
使
用
割
合
は
き
わ
め
て
小
さ
い
と
さ
え

　
　
　
　
（
74
）

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
の
対
比
で
考
え
る
と
．
女
子
の
尊
属
殺
人
に
お
い
て
毒
殺

の
電
つ
意
味
が
顕
著
で
あ
ろ
う
．
毒
殺
が
女
性
の
殺
人
手
段
と
し
て
と
く
に
重
要
視

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
（
三
七
頁
お
よ
び
四
四
頁
注

（
5
1
）
参
照
）
が
、
尊
属
殺
人
に
関
す
る
限
り
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
右
の
定
説
が
妥

当
す
る
と
云
え
る
。
こ
の
点
に
つ
き
岡
崎
教
授
は
「
日
本
で
は
尊
属
殺
人
は
特
に
重

罪
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
そ
ら
く
殺
害
者
を
見
破
ら
れ
な
い
た
め
の
配
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
I
　
　
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
さ
れ
て
い

表一43一c　子が親を殺害鞍た手段

『
殺
　 害　手　段 子の数． 百分比

総　　　　　数 14 100．0

刺　　　　　殺 4 28．6

絞　　　　　殺 5 35．7

毒　　　　　殺 3 21．4

14．32殺打

岡崎・「殺人の研究」151頁第69表

る
が
、
男
子
の
尊
属
殺
、
人
に
は
こ
の
手
段
が
用

い
ら
れ
た
例
が
な
か
つ
た
点
か
ら
見
て
単
に
計

画
的
謀
殺
的
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
．
，

ポ
ラ
ッ
ク
、
ス
ミ
ス
ら
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

食
物
の
調
整
者
と
し
て
使
用
の
容
易
な
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

非
力
で
暴
力
的
手
段
を
好
ま
な
い
女
子
の
手
段

と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な

　
　
　
　
（
7
6
）

い
で
あ
ろ
う
。
又
、
ウ
ン
ル
ー
は
、
毒
殺
の
被



害
者
と
し
て
は
、
大
人
を
信
頼
し
．
子
供
ら
し
く
疑
う
こ
と
を
知
ら
な
い
○
～
九
歳
の
子
儀
が
最
も
多
く
ル
次
い
で
三
〇
～
三
九
、
お
よ
び
六
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

～
六
九
の
年
齢
層
に
多
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
ま
ま
は
該
ら
庖
い
と
云
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
毒
殺
に
用
い
ら
れ
る
薬
物
億
尊
属
殺
人
が
農
村
に
多
い
犯
罪
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
圧
倒
的
に
農
薬
が
多
い
が
、
中
に
西
洋
で
は
「
馬
鹿
の
毒
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

と
俗
に
云
わ
れ
て
い
る
と
い
う
砒
素
を
用
い
た
一
例
と
、
女
工
の
行
為
者
が
青
酸
ソ
；
ダ
を
用
い
た
一
例
と
が
注
目
さ
れ
る
。
殺
人
は
、
ど
ん
な

場
合
で
も
被
害
者
の
意
思
に
反
し
て
行
な
わ
れ
る
残
虐
な
行
為
で
は
あ
る
が
、
対
象
例
の
殺
害
手
段
の
中
に
は
、
単
純
な
絞
・
拒
・
薬
殺
の
他
に

刃
物
を
用
い
、
又
は
井
戸
に
突
ぎ
落
し
た
上
、
井
戸
の
側
壁
を
伝
つ
て
わ
ざ
わ
ざ
井
戸
の
中
に
降
り
て
行
き
、
井
戸
底
近
く
で
上
体
を
水
中
か
ら

出
し
て
い
た
被
害
者
を
紐
で
絞
殺
し
た
例
や
崖
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
下
の
崖
下
に
突
き
落
し
た
（
一
八
歳
の
共
犯
者
情
夫
を
し
て
）
上
、
後
刻
生
死
を

確
か
め
に
行
つ
て
、
人
事
不
省
の
被
害
者
を
附
近
の
岩
石
の
上
に
運
び
同
女
の
頭
を
両
手
で
持
ち
上
げ
て
岩
石
一
杯
叩
き
つ
け
て
頭
蓋
骨
々
折
、

脳
震
邊
を
起
さ
せ
て
死
亡
さ
せ
た
例
（
別
稿
量
刑
資
料
尊
属
殺
事
例
一
〇
）
な
ど
、
と
く
に
執
拗
で
残
酷
な
場
合
が
あ
る
。
刃
物
を
用
い
た
場
合
も

く
り
か
え
し
逃
げ
ま
ど
う
被
害
者
に
切
り
つ
け
、
凄
惨
な
犯
行
で
は
あ
つ
た
が
、
幸
に
未
遂
に
と
ど
ま
り
、
か
つ
行
為
者
は
心
神
耗
弱
と
認
定
さ

れ
た
為
刑
は
懲
役
三
年
六
月
の
軽
い
刑
を
言
渡
さ
れ
て
い
る
一
例
の
億
か
、
他
の
二
例
の
場
合
は
何
れ
も
行
為
者
に
同
情
さ
れ
る
べ
き
事
例
で
は

な
く
八
た
と
え
遠
因
と
し
て
行
為
者
に
同
情
さ
れ
る
べ
き
点
が
皆
無
で
は
な
い
と
し
て
も
、
行
為
自
体
は
少
な
ぐ
と
も
行
為
者
に
主
と
し
て
非
難
が
帰
せ
ら
れ
る

場
合
で
あ
る
）
、
従
つ
て
刑
も
一
三
年
、
一
五
年
と
か
な
り
重
刑
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
が
し
嬰
児
殺
の
場
合
も
そ
う
で
あ
つ
た
よ
う
に
、
尊
属

殺
事
例
に
お
い
て
も
手
段
だ
け
が
科
刑
を
決
す
る
も
の
で
は
な
く
、
量
刑
に
際
し
て
の
一
う
の
因
子
と
な
る
と
い
う
当
然
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
＠
　
量
刑
事
情

　
何
と
い
つ
て
も
親
を
殺
す
と
い
う
の
は
よ
く
よ
く
の
こ
と
で
あ
り
、
殺
さ
れ
る
親
が
余
程
理
不
尽
か
、
殺
す
子
の
方
が
極
悪
か
、
そ
れ
と
も
家

庭
不
和
が
嵩
じ
た
挙
句
と
い
つ
た
深
刻
な
情
状
を
伴
う
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
と
、
他
方
で
は
尊
属
殺
規
定
の
合
憲
性
問
題
の
論
議
も
あ
る
と
こ
ろ

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
め
量
定
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
（
一
．
五
〇
五
）



表一44　尊属殺事例の減軽・酌量事情

　
弱

由事

軽
耗

減
・上

神

律法

　
心

自
『
未

首
一
遂

事例数

　5

【
」
一
－

なお章刑r事情として酌量の対象

とはされていないが，生理期間中

の犯行でわること（実父殺害一6　、

年）又は月経開始3日前の犯行で

あること　（姑殺害一4年）に言及

したものが注目された。

表
ー
必
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
・
の
表
と
前
掲
表
ー
3
8
を
比
較
す
る
と
．
何
れ
も
事
例

数
が
少
な
い
の
で
、
決
定

的
な
こ
と
は
云
え
な
い
と
し
て
も
、
嬰
児
殺
と
尊
属
殺
の
行
為
事
情
、
減
軽
・
酌
量

因
子
の
か
な
り
は
つ
き
り
し
た
異
同
を
知
る
こ
乏
が
で
ぎ
み
。

　
法
律
上
減
軽
事
由
で
は
、
心
神
耗
弱
、
自
首
の
各
五
例
（
各
二
〇
・
八
％
）
は
、
嬰

児
殺
事
例
数
（
一
二
例
）
と
尊
属
殺
事
例
数
（
二
四
例
）
と
が
大
差
が
な
い
こ
と
を
前

提
ど
す
る
と
き
、
か
な
り
特
徴
的
と
b
え
る
．

情状酌量された事由

禦驚な黎｝

悔悟・改俊の情

子供を抱えていること

偶　　　発　　　性

環　　　　　　境

主婦として破綻なく過してきたこと

前科のないこと

夫　　の　宥　恕

精　神　病　質

飲　　　　　　酒

年齢が若いこと

病　　　　　　弱

尊属殺重刑の合理性疑間

犯行後自殺企図

知能が低いこと

妊娠中であること

事例数

7、・

女
性
犯
罪
、
と
刑
の
量
窺
λ
二
）

五
四
　
　
（
一
五
〇
六
）

か
ら
、
尊
属
殺
人
罪
の
ケ

　
ー
ス
で
は
判
決
も
と
く
に

情
状
な
い
し
量
刑
事
情
に

　
つ
き
詳
細
に
論
じ
て
い
る

こ
と
の
多
い
の
が
特
徴
で

あ
る
。

　
　
法
律
上
減
軽
事
由
に
つ

　
い
て
は
表
ー
3
9
に
明
示
し

て
あ
る
が
」
対
象
例
に
つ

　
い
て
法
律
上
減
軽
、
情
状

酌
量
事
情
を
表
示
す
る
と



　
情
状
酌
量
事
由
忙
つ
い
て
は
、
嬰
児
殺
事
例
で
最
も
多
か
つ
た
反
省
、
悔
悟
、
改
俊
の
情
（
八
例
三
八
％
）
が
尊
属
殺
に
つ
い
て
も
五
例
に
お
い

て
酌
量
事
由
と
さ
れ
（
二
〇
・
八
％
）
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
被
害
者
の
苛
酷
な
仕
打
、
思
い
や
り
の
な
さ
と
い
つ
た
被
害
者
原
因
性
が
七

例
に
お
い
て
酌
量
事
由
と
さ
れ
（
二
九
・
叫
％
）
、
前
述
の
、
尊
属
殺
に
お
い
て
は
被
告
人
に
同
情
さ
れ
る
べ
ぎ
場
合
が
多
い
と
い
う
定
説
が
立
証

さ
れ
る
。
ま
た
精
神
病
質
者
が
二
名
お
り
、
こ
れ
に
心
神
耗
弱
の
認
定
を
受
け
た
者
を
加
算
す
る
と
、
何
ら
か
の
意
味
で
精
神
に
障
害
を
も
つ
者

の
犯
行
が
被
害
者
原
因
性
の
場
合
と
同
程
度
に
多
い
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
。
表
1
39
1
c
で
被
害
者
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
点
が
あ
る
場
合
に
準
ず

る
場
合
で
し
’
か
も
自
首
と
心
神
耗
弱
の
法
律
上
減
軽
事
由
が
あ
り
乍
ら
、
懲
役
二
二
年
と
さ
れ
た
事
例
は
他
に
比
し
や
や
重
い
感
じ
が
し
な
い
で

も
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
述
し
た
。

　
犯
行
の
偶
発
性
、
前
科
の
な
い
こ
と
（
主
婦
と
し
て
こ
れ
ま
で
破
綻
な
く
過
し
て
来
た
こ
と
も
こ
れ
に
準
ず
る
）
が
考
慮
さ
れ
る
の
は
一
般
に
共
通
の

酌
量
因
子
で
あ
る
。
子
供
を
抱
え
て
い
る
こ
と
、
妊
娠
中
で
あ
る
こ
と
等
は
女
子
に
特
有
の
酌
量
因
子
で
あ
る
。

　
女
子
の
尊
属
殺
は
前
述
の
よ
う
に
（
四
九
頁
参
照
）
配
偶
者
の
尊
属
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
夫
の
宥
恕
が
酌
量
事
由
と
さ
れ
る
の

は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
尊
属
殺
規
定
の
合
憲
性
が
問
題
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
規
定
の
合
理
性
を
疑
問
視
し
て
懲
役
四
年
の
軽

い
刑
を
言
渡
し
た
事
例
（
別
稿
量
刑
資
科
事
例
一
二
）
や
、
こ
れ
を
違
憲
と
し
て
上
告
し
、
上
告
棄
却
と
な
つ
た
事
例
な
ど
が
注
目
さ
れ
渇
。

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
女
性
犯
罪
に
つ
い
て
は
飲
酒
が
原
因
に
な
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
女
性
犯
罪
の
少
な
い
理
由
の
一
で
あ
る
と
さ
え
云
わ
れ
る
が
、

今
度
の
対
象
例
中
に
は
飲
酒
の
上
の
犯
行
と
認
定
さ
れ
た
事
例
が
二
例
あ
り
、
う
ち
一
例
は
そ
れ
が
酌
量
事
由
と
さ
れ
て
い
た
の
も
注
目
に
値
す

る
。

　
（
5
6
）
　
大
塚
仁
・
注
釈
刑
法
⑥
（
昭
和
四
〇
年
）
四
九
頁
、
同
・
刑
法
各
論
上
巻
（
昭
和
四
三
年
）
三
三
頁
。

　
（
肌
）
　
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
三
九
五
条
「
父
、
母
及
び
そ
の
他
の
正
嫡
の
直
系
尊
属
の
故
殺
な
ら
び
に
実
父
母
の
故
殺
は
、
近
親
謀
殺
と
し
て
死
刑
に
処
す
」
（
通
常
故
殺
”
故

　
意
殺
人
は
終
身
の
強
制
労
働
）
。
（
串
毎
痒
昌
霞
ー
9
メ
昏
8
犀
言
零
プ
ー
㍉
。
冒
霞
昏
斜
∪
器
閃
Φ
誓
器
ぎ
望
O
国
噛
oo
魯
暮
彗
冨
農
》
葛
Φ
置
Φ
5
胆
魯
霞
望
冨
詩
。
器
訂
菖
魯
Φ
り

　
　
ぴ
審
暮
司
2
魯
霞
尊
言
毎
9
曽
昌
o
q
い
乞
鮮
蕊
一
一
霧
o
o
に
よ
る
。
）

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
バ
ニ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
（
一
五
〇
七
）



女
性
猫
罪
と
刑
の
量
定
（
二
）

五
六
，
　
（
鷺
五
〇
八
）

　
　
中
華
民
国
刑
法
二
七
二
条
一
項
・
「
直
系
の
血
親
尊
親
属
を
殺
し
た
者
は
死
刑
又
は
無
期
徒
刑
に
処
す
」
。

　
　
フ
ラ
ン
ス
刑
法
二
九
九
条
「
嫡
父
母
、
嫡
出
で
な
い
子
の
父
母
、
養
父
母
又
は
そ
の
他
正
嫡
の
尊
属
の
故
殺
は
尊
属
殺
と
す
る
」
。

　
　
同
法
三
〇
二
条
（
一
九
〇
一
年
一
一
月
一
二
日
法
、
一
九
六
〇
年
六
月
四
日
オ
ル
ド
ナ
γ
ス
第
五
二
九
号
第
二
」
条
）
「
謀
殺
戸
尊
属
殺
及
び
毒
殺
の
犯
人
は
死
刑
に

処
す
る
」
。

　
　
同
法
三
二
三
条
「
尊
属
殺
は
い
か
な
る
場
合
に
も
宥
恕
し
な
い
」
。

　
　
こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
べ
き
モ
ナ
コ
刑
法
二
八
四
条
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
刑
法
三
九
四
条
は
、
木
村
博
士
の
引
用
す
る
と
こ
ろ
（
木
村
亀
二
・
「
尊
属
殺
」
刑
法
（
各
論
）

　
（
昭
和
三
七
年
）
一
頁
）
で
あ
る
が
実
際
の
規
定
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
後
述
の
ブ
ル
ガ
リ
ヤ
荊
法
一
二
七
条
d
号
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
ポ
ル
ト
ガ
ル
刑
法
三
五
五
条
「
故
意
に
実
父
も
し
く
は
法
律
上
の
父
又
は
実
母
若
し
く
は
法
律
上
の
母
又
は
法
律
上
の
直
系
尊
属
を
殺
し
た
者
は
、
父
殺
し
と
し
て
二

〇
年
以
上
二
四
年
以
下
の
垂
懲
役
（
冨
彊
号
質
鼠
。
目
巴
霧
）
に
処
す
」
（
通
常
殺
人
の
刑
は
一
六
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
重
懲
役
）
（
9
①
鱒
切
器
＆
器
い
き
雅
切
巴
Φ
賢

量
留
§
の
ピ
器
ぎ
曇
讐
。
馨
ぎ
の
爵
層
の
聾
昆
導
咬
ぎ
ゅ
①
暑
募
。
冨
の
番
中
客
緊
β
這
8
に
よ
る
）
．

（
5
8
）
　
イ
タ
リ
ア
刑
法
五
七
六
条
「
も
し
前
条
（
通
常
殺
人
罪
、
二
〇
年
以
上
の
懲
役
、
筆
者
注
）
の
予
見
し
た
行
為
を
犯
し
、
左
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
死
刑
を
適
用
す
。

　
　
1
　
第
六
一
条
二
号
に
規
定
さ
れ
た
諸
事
情
の
一
が
存
在
す
る
と
き

　
　
2
　
尊
属
又
は
卑
属
に
対
し
、
第
六
一
条
第
一
号
（
下
劣
又
は
軽
率
な
動
機
か
ら
行
為
す
る
こ
と
、
筆
者
注
）
及
び
第
四
号
（
暴
力
の
使
用
又
は
身
体
に
対
す
る
残
酷

　
　
　
を
以
て
行
動
す
る
こ
と
．
筆
者
注
）
に
規
定
さ
れ
た
諸
事
情
の
一
が
存
在
す
る
と
き
、
又
は
毒
殺
の
手
段
又
は
其
の
他
の
誰
計
の
手
段
を
使
用
す
る
と
き
、
若
く
は

　
　
　
予
謀
が
行
な
わ
れ
た
と
き

　
　
3
　
逮
捕
、
拘
禁
又
は
収
監
を
免
れ
る
た
め
若
く
は
逃
走
期
間
中
の
生
活
の
手
段
を
得
る
た
め
に
為
し
た
逃
走
者
の
行
為

　
　
4
　
逮
捕
、
拘
禁
又
は
収
監
を
免
れ
る
為
に
重
罪
を
犯
す
べ
く
他
人
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
者
の
行
為

　
　
5
　
第
五
一
九
条
、
第
五
二
〇
条
及
び
第
五
二
一
条
に
お
い
て
予
見
さ
れ
た
犯
罪
の
一
を
犯
す
瞬
間
に
（
殺
人
が
行
な
わ
れ
た
と
き
）

　
　
刑
法
典
の
範
囲
内
で
は
、
第
六
一
条
第
六
号
に
規
定
さ
れ
た
条
件
に
あ
る
者
を
逃
走
中
と
す
る
（
浮
農
9
U
器
摩
毘
雲
ぎ
ゴ
Φ
GQ
5
9
留
暮
巨
暮
o
q
＞
葛
①
疑
①
暮
。慶
魯
霞

　
　
　
望
O
閃
‘
客
学
㎝
ρ
δ
Qゆ
G
ゆ
D
に
よ
る
）
。

　
　
ブ
ル
ガ
リ
ア
刑
法
一
二
七
条
d
号
（
参
照
し
え
ず
）

　
　
ト
ル
コ
刑
法
四
五
〇
条
「
以
下
の
各
号
の
殺
人
が
行
な
わ
れ
た
と
ぎ
は
、
行
為
者
は
死
刑
に
処
す
。

　
　
1
　
直
系
尊
属
若
く
は
子
孫
に
対
し
て

　
　
2
　
大
国
民
会
議
議
員
に
対
し
て

　
　
3
　
野
獣
の
よ
う
に
残
酷
に
、
若
く
は
拷
問
及
び
虐
待
に
よ
つ
て



　
　
9

　
　
『
10

　
な
お
ト
ル
コ
刑
法
で
は
通
常
殺
人
の
刑
は
二
四
年
以
上
三
〇
年
以
下
の
重
懲
役
で
あ
る

　
兄
弟
姉
妹
、

　
の
重
懲
役
に
処
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る

　
よ
る
）
。

（
59
〉
　
ハ
ン
ガ
リ
ー
刑
法
三
五
二
条
「
行
為
者
が
直
系
尊
属
、
配
偶
者
若
く
は
複
数
の
人
に
対
し
故
意
の
故
殺
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
終
身
の
拘
禁
刑
に
処
す
」
（
ダ
冒
Φ
旨
昔
い

暑
q
曼
曇
琶
ω
蕾
凝
矯
警
。
あ
弩
昆
琶
晦
妻
奪
悉
誓
辱
。
Q
苓
鉾
乞
ン
§
ま
。
．
に
ょ
る
）
．

（
6
0
）
　
7
ル
ゼ
ン
チ
ン
刑
法
八
○
条
一
項
「
以
下
の
各
号
に
あ
た
る
者
は
終
身
の
重
懲
役
又
は
終
身
の
軽
懲
役
に
処
す
」
。

　
　
1
　
直
系
尊
属
若
く
は
卑
属
、
若
く
は
配
偶
者
を
殺
し
、
か
つ
そ
の
際
近
親
若
く
は
配
偶
者
た
る
こ
ど
を
知
つ
て
い
た
と
き

　
　
2
　
陰
険
に
、
又
は
か
つ
と
な
つ
て
、
報
酬
に
鮒
し
、
又
は
報
酬
の
約
束
に
対
し
、
非
常
箪
残
酷
な
行
為
に
よ
つ
て
、
野
卑
な
堕
落
か
ら
、
若
し
く
は
毒
物
、
放
火
、

　
　
　
溢
水
、
列
車
の
脱
線
、
爆
発
、
若
し
く
は
そ
の
他
大
き
な
破
壊
を
惹
起
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
方
法
に
よ
つ
て
、
他
人
を
殺
し
た
と
ぎ

　
　
3
　
他
の
犯
罪
を
準
備
し
、
容
易
に
し
、
成
就
し
、
又
は
隠
蔽
す
る
た
め
、
ノ
若
し
く
は
犯
罪
の
結
果
を
自
己
又
は
協
力
者
の
た
め
に
確
保
し
、
，
又
は
自
己
又
は
協
力
者

　
　
　
を
し
て
刑
を
免
れ
さ
せ
る
た
め
、
又
は
他
の
犯
罪
を
企
て
た
時
、
意
図
し
た
結
果
を
得
ら
れ
な
か
つ
た
と
い
う
理
由
で
、
他
人
を
殺
し
た
と
き

　
　
　
（
国
Φ
一
言
鋸
暮
富
望
U
器
卜
茜
聲
菖
巳
8
冨
oQ
仲
Q
切
‘
留
馨
旨
冒
β
騎
卜
q
留
益
Φ
暮
ロ
畠
零
望
9
酬
2
鮮
譲
鳩
ご
零
－
に
よ
る
）

　
　
ス
ベ
イ
ン
刑
法
四
〇
五
条
「
そ
の
父
、
母
、
子
供
若
く
は
何
か
そ
の
他
の
嫡
出
若
く
は
私
生
の
尊
属
若
く
は
卑
属
又
は
配
偶
者
を
殺
し
た
者
は
、
近
親
殺
人
と
し
て
重

　
懲
役
　
（
器
9
器
一
曾
ヨ
亀
震
）
　
又
は
死
刑
に
処
す
」
。
（
も
つ
と
も
ヒ
の
刑
は
一
定
の
事
由
の
あ
る
謀
殺
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
　
ス
ペ
イ
ン
刑
法
四
〇
六
条
参
照
）

　
（
諺
旨
O
鼠
O
O
昌
暮
讐
？
即
甘
O
昌
貫
∪
器
の
冨
巳
零
ぎ
禦
9
酬
留
導
白
一
仁
口
o
q
》
q
恥
理
留
暮
零
ぎ
饗
幹
9
酬
堵
ド
8
》
お
㎝
㎝
に
よ
る
）

（
61
）
　
大
塚
・
注
釈
刑
法
（
5
）
四
九
頁
？
同
・
各
論
上
三
四
頁
。

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
＼
の
量
定
・
・
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
（
一
五
〇
九
）

　
　
熟
慮
を
も
つ
て

　
　
二
人
以
上
の
人
に
対
し
て

　
　
第
七
篇
第
一
章
に
あ
げ
ら
れ
た
手
段
、
例
え
ば
放
火
、
溢
水
及
び
覆
没
に
よ
つ
て

　
　
他
の
犯
罪
行
為
を
準
備
し
、
達
成
し
、
行
な
う
た
め
。
た
と
え
そ
の
犯
罪
行
為
は
行
わ
れ
な
か
つ
た
と
し
て
も

　
　
あ
る
犯
罪
行
為
か
ら
生
じ
た
利
益
を
確
保
す
る
た
め
、
若
く
は
企
て
た
こ
の
目
的
の
達
成
の
た
め
準
備
を
隠
す
た
め
に
、
若
く
は
こ
の
目
的
が
達
成
出
来
な
い
た

　
め
の
憤
慨
か
ら

　
　
あ
る
犯
罪
行
為
を
隠
す
た
め
、
若
く
は
こ
の
犯
罪
行
為
の
犯
跡
又
は
証
拠
を
隠
蔽
す
る
た
め
又
は
自
己
又
は
他
人
を
し
て
刑
を
免
れ
さ
せ
る
た
め

　
　
復
讐
の
た
め
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
又
尊
属
若
く
は
子
孫
に
対
す
る
加
重
刑
の
他
に
四
四
九
条
に
は
「
配
偶
者
、

　
　
　
　
養
父
母
、
養
子
、
継
父
母
、
継
子
．
舅
、
姑
、
婿
、
嫁
」
に
対
す
る
殺
人
を
公
務
執
行
中
の
公
務
員
殺
人
及
び
毒
殺
と
並
べ
て
刑
の
加
重
事
由
と
し
、
終
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
煩
Φ
琶
写
目
。
一
き
ヒ
器
目
母
譲
。
冨
聾
貫
層
留
巨
昏
毒
㎎
き
恥
鼠
Φ
暮
・
。
謬
深
舞
ン
ニ
一
℃
ま
q
に

45678



女
性
犯
罪
と
刑
の
量
定
（
二
）

，
五

八

（
一
五
一
〇
）

（
6
2
）
　
最
高
裁
判
所
は
「
憲
法
一
四
条
が
法
の
下
に
お
け
る
国
民
平
等
の
原
則
を
宣
明
し
酒
す
べ
て
国
民
が
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治

的
．
経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
上
差
別
的
取
扱
を
受
け
な
い
旨
を
規
定
し
た
の
は
、
人
格
の
価
値
が
す
べ
て
の
人
間
に
つ
い
て
平
等
で
あ
り
、
従
つ
て
人
種
、
宗
教
．
男

　
女
の
性
、
職
業
、
社
会
的
身
分
等
の
差
異
に
も
と
づ
い
て
、
あ
る
い
は
特
権
を
有
し
、
あ
る
い
は
特
別
に
不
利
益
な
待
遇
を
与
え
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
大
原
則
を
示

し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
奴
隷
制
や
貴
族
等
の
特
権
が
認
め
ら
れ
ず
、
又
新
民
法
に
お
い
て
、
妻
の
無
能
力
制
、
戸
主
の
特
権
的
地
位
が
廃
止
せ
ら
れ
た
ご
と
き
は
、

畢
寛
す
る
に
こ
の
原
則
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
法
が
、
国
民
の
基
本
的
平
等
の
原
則
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
各
人
の
年
齢
、
自
然
的
素

質
、
職
業
、
人
と
人
と
の
間
の
特
別
の
関
係
等
の
各
事
情
を
考
慮
し
て
、
道
徳
、
正
義
、
合
目
的
性
等
の
要
請
な
り
適
当
な
具
体
的
規
定
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で

　
は
な
い
。
刑
法
に
お
い
て
尊
属
親
に
対
す
る
殺
人
、
傷
害
致
死
等
が
一
般
の
場
合
に
比
し
て
重
く
罰
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
法
が
子
の
親
に
対
す
る
道
徳
的
義
務
を
と
く

　
に
重
要
視
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
道
徳
の
要
請
に
も
と
づ
く
法
に
よ
る
具
体
的
規
定
に
外
な
ら
」
ず
、
か
よ
う
な
「
夫
婦
、
親
子
、
兄
弟
等
の
関
係
を
支
配
す
る
道
徳

は
、
人
倫
の
大
本
、
1
人
類
普
遍
の
道
徳
原
理
、
す
な
わ
ち
自
然
法
に
属
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
さ
ら
に
憲
法
一
四
条
一
「
項
の
解
釈
よ
り
す
れ

ば
、
親
子
の
関
係
は
、
同
条
項
に
お
い
て
差
別
待
遇
と
し
て
か
か
ぐ
る
、
社
会
的
身
分
そ
の
他
い
ず
れ
の
事
由
に
も
該
当
し
な
い
。
ま
た
同
条
項
が
国
民
を
政
治
的
、
経

済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
原
則
と
し
て
平
等
に
取
扱
う
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
の
は
、
基
本
的
権
利
義
務
に
関
し
国
民
の
地
位
を
主
体
の
立
場
か
ら
観
念
し
た
も

　
の
で
あ
り
、
国
民
が
そ
の
関
係
す
る
各
個
の
法
律
関
係
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
の
差
に
従
い
異
る
取
扱
を
受
け
る
こ
と
ま
で
を
禁
止
す
る
趣
旨
を
包
含
す
る
も
の
で

　
は
な
い
。
…
－
原
判
決
は
被
害
者
が
直
系
尊
属
な
る
場
合
に
お
い
て
と
く
に
重
い
法
定
刑
を
適
用
す
る
こ
と
を
以
て
、
ー
法
律
上
不
平
等
の
結
果
を
招
来
す
る
趣
旨
を

述
べ
て
い
る
が
、
立
法
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
被
害
者
た
る
尊
属
親
を
保
護
す
る
点
に
は
存
せ
ず
し
て
、
む
し
ろ
加
害
者
た
る
卑
属
の
背
倫
理
性
が
と
く
に
考
慮
に
入

れ
ら
れ
．
尊
属
親
は
反
射
的
に
一
層
強
度
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
あ
る
庵
の
と
解
釈
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
」
（
最
判
（
大
法
廷
）
昭
和
二
五
年
一
〇
月
二
日
刑
集

四
巻
二
〇
三
七
頁
以
下
）
。
ま
た
「
刑
法
二
〇
〇
条
が
、
そ
の
法
定
刑
と
し
て
『
死
刑
又
ハ
無
期
懲
役
』
の
み
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
厳
に
失
す
る
憾
み
が
な
い
で
は

な
い
が
、
こ
れ
と
て
も
、
犯
情
の
如
何
に
よ
つ
て
は
、
刑
法
の
規
定
に
従
つ
て
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
つ
て
、
い
か
な
る
限
度
に
ま
で
減
刑
を
認
め
る
べ

き
か
と
い
う
が
ご
と
き
、
所
詮
は
、
立
法
の
当
否
の
問
題
に
帰
す
る
も
の
で
、
こ
れ
が
た
め
に
同
条
を
も
っ
て
憲
法
に
違
反
す
る
竜
の
と
断
ず
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
（
最
判
大
法
廷
昭
和
二
五
年
扁
○
月
二
五
日
刑
集
四
巻
二
一
二
七
頁
）
と
し
て
い
る
。
但
し
一
〇
月
二
日
の
判
決
に
つ
い
て
は
真
野
・
穂
積
両
裁
判
官
の
少
数
意
見
が

あ
る
．
真
野
裁
判
官
は
、
民
主
々
義
の
基
底
で
あ
る
「
平
等
の
原
則
」
は
多
年
に
亘
る
歴
史
的
成
果
と
し
て
広
く
一
般
に
承
認
さ
れ
、
憲
法
一
四
条
に
明
ら
か
に
宣
言
さ

れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
、
尊
属
殺
傷
重
罰
の
規
定
は
こ
れ
に
違
反
す
る
も
の
で
違
憲
で
あ
為
と
す
る
。
ヌ
穂
積
裁
判
官
は
、
刑
法
が
旧
刑
法
を
改
正
し
て
せ
つ
か
く
殺
人

罪
に
対
す
る
量
刑
の
は
ば
を
広
く
し
た
の
に
、
尊
属
殺
に
つ
い
て
の
み
古
い
ワ
ク
を
そ
の
ま
ま
に
し
た
の
は
、
立
法
と
し
て
筋
が
通
ら
ず
、
実
益
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、

民
法
の
改
正
に
よ
り
継
父
母
殺
し
は
殺
親
罪
と
せ
ず
．
父
母
関
係
に
お
い
て
そ
れ
よ
り
遠
い
「
配
偶
者
ノ
直
系
尊
属
ヲ
殺
シ
タ
ル
者
」
を
殺
親
罪
に
問
う
の
は
立
法
と
し

て
不
合
理
か
つ
不
要
で
あ
り
、
量
刑
上
も
不
便
で
あ
る
。
従
つ
て
刑
法
改
正
の
機
会
に
削
除
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
機
を
逸
し
て
現
存
す
る
今
日
、
憲
法
違
反

が
間
題
に
な
る
と
し
、
結
局
憲
法
一
四
条
の
平
等
原
則
に
違
反
す
る
も
の
で
、
違
憲
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
穂
積
裁
判
官
は
原
判
決
は
憲
法
論
と
立
法
論
と
を
混
同
す
る



も
分
で
あ
る
と
い
5
上
告
論
旨
並
に
多
数
意
見
に
対
し
、
こ
の
種
規
定
の
不
合
理
ば
新
憲
法
の
制
定
煮
こ
れ
に
伴
う
民
法
の
改
正
と
に
よ
ら
て
増
大
し
た
の
で
あ
る
か

　
ろ
、
右
条
項
（
刑
法
二
〇
〇
条
、
二
〇
五
条
二
項
“
筆
者
注
）
は
憲
法
一
四
条
一
項
と
併
せ
て
九
八
条
一
項
に
よ
り
、
憲
法
施
行
と
同
時
に
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
つ

　
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
特
別
規
定
が
な
く
て
も
普
通
規
定
燈
不
孝
の
子
を
懲
罰
す
る
の
に
甚
し
く
妨
げ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題

　
の
刑
法
規
定
の
違
憲
性
を
論
ず
る
に
当
り
立
法
上
の
不
当
と
不
要
と
を
一
論
拠
と
す
る
の
も
必
ず
し
も
見
当
違
い
で
は
な
い
、
と
さ
れ
る
。

（
63
）
　
尊
属
殺
規
定
を
合
憲
と
す
る
学
説
と
し
て
は
植
松
正
・
「
法
の
下
に
お
け
る
平
等
の
原
則
と
尊
属
に
対
す
る
罪
の
規
定
」
法
学
志
林
四
八
巻
一
号
（
昭
和
二
五
年
五

月
）
二
頁
以
下
、
同
・
刑
法
概
論
H
各
論
（
全
訂
版
・
昭
和
四
三
年
）
二
四
八
頁
、
柏
木
千
秋
・
刑
法
各
論
（
中
）
（
昭
和
三
五
年
）
三
三
二
頁
、
滝
川
幸
辰
．
刑
法
各
論

　
（
昭
和
二
六
年
）
二
九
頁
、
平
場
安
治
”
森
下
忠
・
判
例
体
系
刑
法
各
論
（
全
訂
版
・
昭
和
三
六
年
）
二
〇
三
頁
、
牧
野
英
一
・
「
尊
属
殺
傷
例
の
合
憲
性
」
警
察
研
究

ゴ
ニ
巻
四
号
（
昭
和
二
六
年
四
月
）
三
頁
以
下
、
後
に
「
理
論
刑
法
と
実
践
刑
法
」
刑
法
研
究
一
四
巻
（
昭
和
二
七
年
）
二
七
六
頁
以
下
所
収
等
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
学

説
に
お
い
て
尊
属
殺
規
定
を
合
憲
と
す
る
理
由
も
、
最
高
裁
判
所
判
例
と
同
様
の
も
の
が
多
い
が
、
植
松
教
授
は
、
他
に
、
憲
法
は
算
術
平
均
的
平
等
を
要
求
す
る
も
の

　
で
は
な
い
か
ら
、
配
分
的
正
義
に
か
な
つ
て
い
れ
ば
平
等
の
原
則
に
反
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
は
卑
属
で
あ
る
と
と
も
に
尊
属
で
も
あ

　
り
う
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
間
に
な
ん
ら
法
的
障
害
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
若
い
時
代
に
は
卑
属
た
る
立
場
で
重
い
責
任
を
負
担
し
、
歳
を
重
ね
て
か
ら
は
尊
属

　
た
る
立
場
で
厚
い
保
護
を
う
け
た
と
し
て
も
、
国
民
ナ
人
ひ
と
り
の
生
涯
を
通
じ
て
み
れ
ば
各
自
平
等
の
保
護
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
平
等
の
原
則
に
反
す
る
も
の

　
で
は
な
い
が
、
尊
属
殺
人
の
現
象
の
実
態
を
見
る
と
、
こ
の
法
定
刑
は
重
す
ぎ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
ぽ
か
り
で
た
く
、
犯
情
の
重
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
『
一
般
の
殺
人

罪
の
法
定
刑
の
う
ち
重
い
刑
を
も
つ
て
律
す
れ
ば
十
分
目
的
を
達
す
る
の
で
あ
る
か
ら
．
む
し
ろ
尊
属
殺
人
罪
の
規
定
を
廃
止
す
る
方
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
（
植
松
・

刑
法
概
論
H
各
論
二
四
八
頁
）
、
又
滝
川
博
士
は
、
憲
法
の
解
釈
と
し
て
は
合
憲
で
あ
る
が
、
尊
属
殺
を
特
に
重
く
罰
す
る
の
は
家
族
制
度
か
ら
生
れ
た
思
想
で
、
時
代

　
錯
誤
の
規
定
で
あ
り
、
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
滝
川
・
前
掲
書
二
八
・
二
九
頁
）
。

　
　
尊
属
殺
人
罪
を
違
窟
と
す
る
学
説
と
し
て
は
「
尊
属
に
対
す
る
犯
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
じ
た
い
を
理
由
と
し
て
重
く
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
な
量
刑
の

　
問
題
と
し
て
も
許
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
な
く
、
ま
し
て
、
構
成
要
件
ー
法
定
刑
の
形
で
こ
れ
を
定
型
化
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
是
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し

　
か
も
、
実
際
に
は
、
尊
属
殺
の
事
案
は
、
具
体
的
情
状
に
お
い
て
通
常
殺
人
罪
の
ば
あ
い
よ
り
も
む
し
ろ
は
る
か
に
同
情
に
値
す
る
も
の
が
多
い
」
か
ら
．
「
死
刑
・
無

期
懲
役
と
い
う
法
定
刑
で
は
は
な
は
だ
し
く
酷
に
失
す
る
ば
あ
い
が
少
な
く
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
尊
属
殺
と
し
て
情
の
重
い
ば
あ
い
で
あ
つ
て
も
、
通
常
殺
人
罪
の
法

定
刑
も
上
限
は
死
刑
で
あ
る
か
ら
、
通
常
殺
人
罪
の
規
定
で
事
足
り
る
」
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
（
団
藤
・
刑
法
綱
要
各
論
．
（
昭
和
三
九
年
）
三
一
八
頁
。
な
お
草
野

豹
一
郎
・
刑
事
法
学
の
諸
問
題
二
巻
（
昭
和
二
七
年
）
八
九
頁
以
下
）
、
尊
属
と
い
う
こ
と
で
刑
が
加
重
さ
れ
る
の
は
、
家
族
制
度
か
ら
生
ま
れ
た
封
建
的
な
倫
理
観
念

　
に
も
と
づ
く
も
の
博
、
前
近
代
的
な
国
家
思
想
と
連
ち
な
り
、
時
代
錯
誤
た
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
か
ら
、
国
民
主
権
主
義
を
基
本
原
理
と
し
、
法
の
前
の
平
等
の
原

則
を
規
定
し
た
憲
法
一
四
条
の
趣
旨
と
は
相
容
れ
な
い
と
す
る
見
解
（
例
え
ば
熊
倉
武
ザ
日
本
刑
法
各
論
上
巻
（
昭
和
三
匠
年
と
○
○
頁
、
井
上
星
治
・
刑
法
学
（
各
則
）

　
（
昭
和
三
九
年
￥
二
〇
へ
，
二
｝
頁
n
滝
川
春
雄
髄
竹
内
正
・
刑
法
各
論
講
議
（
昭
和
四
〇
年
）
一
〇
頁
．
・
宮
内
裕
・
新
訂
刑
法
各
論
講
義
（
昭
和
三
五
年
）
一
六
頁
な
ど
）
、

　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
り
量
篤
み
箪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翼
九
　
　
（
》
五
一
」
）



　
　
　
女
性
犯
罪
と
刑
め
量
定
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
（
謡
五
二
一
）

　
さ
ら
に
は
、
最
高
裁
判
所
判
例
の
合
憲
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
に
っ
い
て
、

判
例
は
第
一
に
尊
属
殺
の
規
定
を
も
つ
て
道
徳
の
要
請
に
も
と
づ
く
法
に
よ
る
具
体
的
規
定

　
だ
と
す
る
が
．
こ
れ
は
孔
子
や
管
子
の
い
う
孝
道
で
は
な
く
「
父
難
不
父
子
不
可
以
不
子
」
と
す
る
古
文
孝
経
序
に
あ
る
孝
道
で
．
封
建
的
な
も
の
で
あ
つ
て
自
然
法
な

　
ど
と
い
い
う
る
も
の
で
は
な
い
、
第
二
に
判
例
は
、
親
子
の
地
位
は
憲
法
一
四
条
に
い
う
と
と
ろ
の
社
会
的
関
係
等
に
該
当
し
な
い
と
し
て
い
る
が
～
こ
れ
は
法
律
に
ょ

　
つ
て
制
度
と
し
て
設
定
さ
れ
た
社
会
関
係
で
あ
る
か
ら
、
右
判
例
の
見
解
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
第
三
に
判
例
は
、
憲
法
一
四
条
の
法
の
下
の
平
等
の
取
り
扱
い
は

　
「
基
本
的
義
務
に
関
し
国
民
の
地
位
を
主
体
の
立
場
か
ら
観
念
し
た
も
の
」
だ
と
し
て
い
る
が
、
尊
属
殺
の
ご
と
き
、
子
が
親
を
殺
す
場
合
で
あ
つ
て
、
被
害
者
が
誰
か

　
の
親
で
あ
る
か
ら
で
な
く
、
行
為
者
た
る
主
体
の
親
で
あ
り
、
行
為
者
が
子
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
重
い
刑
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
法
二
〇
〇
条
は

　
正
し
く
主
体
の
立
場
か
ら
不
平
等
な
取
り
扱
い
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
以
上
よ
り
判
例
の
合
憲
説
は
妥
当
で
は
な
い
と
す
る
見
解
（
木
村
・
前
掲
「
尊
属
殺
」
三

　
～
四
頁
）
な
ど
が
あ
る
。
私
自
身
は
、
法
解
釈
論
と
し
て
は
必
ず
し
も
憲
法
一
四
条
違
反
と
は
云
え
な
い
が
、
立
法
論
と
し
て
は
植
松
教
授
と
同
様
の
理
由
か
ら
、
刑
法

　
二
〇
〇
条
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
規
定
だ
と
考
え
る
。

（
6
4
）
　
改
正
刑
法
準
備
草
案
理
由
書
（
昭
和
三
六
年
）
二
六
四
頁
。

（
6
5
）
　
そ
の
意
味
で
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
刑
法
（
一
二
章
二
条
）
が
尊
属
故
殺
を
配
偶
者
故
殺
と
共
に
一
般
故
殺
に
対
す
る
刑
（
八
年
以
上
一
二
年
以
下
の
重
懲
役
又
は
終
身
の

　
重
懲
役
ー
同
条
一
項
）
よ
り
も
軽
い
刑
を
規
定
し
て
い
る
（
六
年
以
上
一
二
年
以
下
の
重
懲
役
－
同
条
二
項
後
段
）
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
6
6
）
　
大
塚
・
各
論
上
三
四
頁
。

（
6
7
）
　
植
松
・
「
尊
属
殺
害
の
犯
罪
学
的
考
察
」
（
以
下
（
犯
罪
学
的
考
察
」
と
略
称
す
る
）
警
察
研
究
二
〇
巻
四
号
（
昭
和
二
四
年
四
月
）
四
頁
以
下
、
同
・
「
近
時
に
お

　
け
る
尊
属
殺
害
事
例
の
集
約
的
考
察
」
（
以
下
「
集
約
的
考
察
」
と
略
称
す
る
）
警
察
研
究
二
〇
巻
五
号
（
昭
和
二
四
年
五
月
）
一
二
頁
以
下
、
同
・
「
尊
属
殺
害
の
個
別

　
事
例
の
研
究
e
～
㊧
」
（
以
下
「
個
別
事
例
の
研
究
」
と
略
称
す
る
）
警
察
研
究
二
一
巻
六
号
（
昭
和
二
五
年
六
月
）
一
六
頁
以
下
、
同
・
二
一
巻
七
号
（
同
年
七
月
）

　
三
三
頁
以
下
、
同
・
二
二
巻
四
号
（
昭
和
二
六
年
四
月
）
三
九
頁
以
下
。

（
68
）
・
植
松
・
前
掲
「
犯
罪
学
的
考
察
」
警
察
研
究
二
〇
巻
四
号
二
八
～
二
九
頁
。

（
6
9
）
　
植
松
・
前
掲
「
集
約
的
考
察
」
一
六
～
一
七
頁
は
異
性
被
害
者
の
高
率
（
男
子
の
場
合
三
九
％
、
女
子
の
場
合
七
五
％
）
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
が
、
表
ー
46
－
a
、

　
b
に
よ
れ
ば
異
性
被
害
者
は
男
子
の
場
合
三
六
・
六
％
、
女
子
の
場
合
四
〇
・
○
％
と
な
り
、
さ
ら
に
私
の
対
象
例
で
は
、
女
子
の
尊
属
殺
に
お
け
る
異
性
被
害
者
は
二

五
％
に
と
ど
ま
り
、
右
と
は
異
つ
た
帰
結
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
帰
結
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
7
0
）
　
同
旨
．
植
松
・
前
掲
「
集
約
的
考
察
』
一
三
頁
。

（
7
1
）
　
こ
の
点
は
す
で
に
ヘ
ン
テ
ィ
ッ
ヒ
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
　
（
＜
笹
，
昌
～
国
§
菖
幹
N
霞
℃
婦
o
乞
o
彰
無
算
伽
o
¢
＜
魯
霞
賢
o
注
3
竃
零
冒
。
民
ユ
還
・
8

　
（
一
〇
賠
y
¢
8
0
～
O
ω
一
｝
留
蚕
∪
冨
凶
く
暮
跨
窮
。
鼠
ら
似
一
ざ
蜜
。
慶
魯
ド
国
ユ
β
曽

（
お
8
）
｝
¢
O
お
む
露
o
。
．
）
で
あ
り
、
わ
が
国
で
も
支
持
さ
れ
て
い
る
　
（
例
え
ば
武
村
信

義
・
「
わ
が
国
に
お
け
る
尊
属
殺
人
罪
の
発
生
状
況
の
地
域
差
に
つ
い
て
」
犯
罪
学
雑
誌
三
四
巻
三
号
（
昭
和
四
三
年
六
月
）
二
〇
頁
、
二
五
頁
参
照
）
。



（
72
V
そ
の
意
味
で
嫁
・
姑
の
蔦
藤
を
原
因
と
す
る
尊
属
殺
は
農
村
に
限
ら
な
い
。
対
象
例
の
中
に
も
大
都
市
の
団
地
内
の
嫁
の
姑
殺
し
の
例
（
別
稿
量
刑
資
料
尊
属
殺
事

㌧
倒
五
）
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
た
。

（
73
）
　
こ
こ
（
表
ー
39
i
c
）
で
は
、
既
遂
で
も
懲
役
四
年
、
同
三
年
六
月
と
い
う
大
変
軽
い
刑
が
目
立
ち
．
一
見
、
や
嫁
り
女
子
の
刑
は
軽
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
、

　
前
老
は
、
一
般
的
な
減
軽
（
自
首
）
、
酌
量
事
由
が
認
め
ら
れ
た
他
に
、
裁
判
所
に
お
い
て
尊
属
殺
重
罰
の
合
理
性
を
疑
わ
し
い
も
の
と
し
て
量
刑
が
為
さ
れ
た
特
色
の

　
あ
る
も
σ
で
あ
り
、
後
者
は
、
新
婚
間
も
な
く
舅
に
云
い
よ
ら
れ
、
拒
絶
で
き
な
い
ま
ま
に
ず
る
ず
る
生
活
を
続
け
た
若
妻
が
、
妊
娠
し
て
、
そ
の
子
が
果
し
て
夫
の
子

　
か
、
そ
れ
と
も
舅
の
子
か
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
思
い
あ
ま
つ
て
舅
の
弁
当
の
お
菜
の
中
に
農
薬
を
滴
ら
し
て
毒
殺
し
た
も
の
で
、
行
為
事
情
（
と
く
に
心
神
耗
弱
と
妊
娠
中

　
恩
あ
る
こ
と
）
が
減
軽
・
酌
量
さ
れ
た
特
殊
な
事
例
で
あ
る
（
以
上
二
例
に
つ
い
て
は
、
別
稿
量
刑
資
料
尊
属
殺
事
例
四
お
よ
び
二
参
照
）
。

（
7
4
）
　
岡
崎
・
殺
人
の
研
究
（
昭
和
三
八
年
）
九
三
頁
2
5
表
、
九
四
頁
。
G
・
リ
ラ
ン
ダ
！
（
閑
気
宣
呂
窪
）
も
ス
ウ
ェ
：
デ
γ
で
は
毒
殺
は
極
め
て
稀
で
あ
る
と
報
告
し
て

　
い
る
（
樋
口
幸
吉
訳
・
犯
罪
学
雑
誌
二
二
巻
（
一
九
五
六
年
）
二
〇
一
頁
）
。

（
7
5
）
㌧
岡
崎
・
前
掲
書
一
五
三
頁
。

（
7
6
）
　
従
つ
て
毒
物
使
用
は
女
子
の
単
独
犯
に
多
く
、
彼
女
た
ち
が
他
の
と
く
に
男
子
の
共
犯
者
と
共
謀
し
て
殺
人
を
犯
す
と
き
は
．
毒
殺
以
外
の
方
法
に
よ
る
場
合
が
多

　
レ
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
そ
し
て
こ
の
点
は
わ
が
国
の
場
合
で
も
全
面
的
に
妥
当
す
る
）
。

　
　
勺
9
冨
ぎ
o
や
9
～
℃
マ
ミ
～
一
〇
Q
．
ま
只
広
瀬
訳
・
二
〇
～
一
二
頁
、
一
六
四
頁
）
、
の
ヨ
帥
導
も
マ
。
罫
一
℃
マ
漣
～
憩
9
＜
o
q
一
国
①
営
負
①
二
b
器
名
Φ
ぎ
包
。
冒
α
り
暗
ユ
p
、
、

　
＞
言
ダ
囚
ユ
目
。
図
Q
＜
（
一
8
“
）
、
ワ
8

（
7
7
）
　
O
琴
昌
り
鈍
勲
ρ
¢
揖
全
目
ぎ
Φ
一
ぎ
一
ρ
O
艮
筥
。
貰
ψ
昌
8
な
お
、
毒
殺
の
被
害
者
の
家
族
関
係
に
つ
い
て
ウ
ン
ル
ー
は
男
子
の
場
合
、
独
身
者
七
（
五
〇

　
％
）
、
既
婚
者
五
（
三
五
・
七
一
％
）
、
寡
夫
二
　
（
一
四
・
二
九
％
）
、
離
婚
老
零
、
女
子
の
場
合
独
身
者
七
（
三
八
・
八
九
％
）
、
既
婚
者
七
（
三
八
・
八
九
％
）
、
寡
婦

　
三
（
一
六
・
六
七
％
）
、
離
婚
者
一
（
五
・
五
五
％
）
と
い
う
数
字
を
あ
げ
（
前
掲
書
一
二
一
頁
）
、
一
見
毒
殺
の
被
害
者
は
家
族
関
係
で
臨
独
身
者
が
多
い
こ
と
を
示
し

　
て
い
る
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
（
宮
沢
・
被
害
者
学
の
基
礎
理
論
二
四
四
頁
参
照
）
が
、
前
出
表
に
よ
れ
ば
独
身
者
と
い
う
の
は
男
女
と
も
O
～
九
歳
の
幼
児
の
み
で
、
成
人

　
の
被
害
者
で
は
男
女
と
も
有
配
、
偶
者
（
男
五
、
女
七
）
が
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
．

（
7
8
）
　
も
つ
と
も
私
の
対
象
例
で
も
、
子
供
に
つ
い
て
は
、
三
五
例
の
実
子
殺
の
中
、
八
例
（
約
二
三
％
）
に
お
い
て
、
絞
殺
等
の
主
た
る
手
段
と
併
せ
て
補
助
手
段
と
し
て

　
睡
眠
薬
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
ハ鱒

誌
麟
譲
瑠
娯
、
麹
㌶
霧
髄
葦
ル
フ
ィ
ア
の
殺
人
奪
犯
豪
酒
し
て
い
き
割
蔓
一
一
三
ハ
％
妻

蓄
も
驚
し
て
い
薯
の
割
禽
五
九
・
七
％
と
嚢
で
あ
る
（
薫
・
－
き
豊
ζ
琶
が
一
躍
整
の
研
窪
よ
れ
ぽ
、
晃
（
東
京
）
で
箋
子
で
一

　
九
♂
九
％
、
女
子
で
二
・
，
七
％
（
平
均
一
八
％
〉
と
右
に
比
し
遙
か
に
低
い
（
岡
崎
い
前
掲
書
二
二
八
～
「
四
〇
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

女
憾
犯
罪
と
刑
の
量
定
い
（
二
V

山
ハ
一
　
　

（
、
一

五
」
士
一
）



例法立1日新の殺児嬰表一26

（カッコ内は通常の刑）罰処行為およびその他の要件体客罪
体

犯
主

令法名国

3年以下の重懲役もしくは6ヵ月以上2
年以下の軽懲役（普通殺人＝8年以上25年
以下の重懲役又は軽懲役，普通近親殺人＝
終身の重懲役又は軽懲役）

名誉を隠すため分娩中又は
の下にある問に自己の嬰児

，妻，母の不名誉を隠すた
本条1項A号に規定された
に犯すこと

不
響
と
妹
を
下

の
影
こ
姉
罪
の

己
の
す
あ
ω

自
娩
殺
娘
こ
情

①
分
を
②
め
事

児
自
兄

嬰
容

の
姪
よ

　
甥
お

己
，
子
妹

自
孫
の
姉

①
②
己
弟

①母親
②母親の
両親，兄
弟，姉妹，

夫および
娘

刑法81条2
項
（1921年10月29
日公布，1922年
4月29日施乎了）

アルゼンチ
ソ

事情により通常の故殺（終身の強制労働）
又は謀殺（死刑）の刑

④分娩時又は分娩の直後に
㊥故殺又は謀殺すること

児嬰般

（嬰児）故殺＝10年以上15年以下の強制労
働（終身の強制労働）
（嬰児）謀殺＝15年以上20年以下の強制労
働（死刑）

④分娩時又は分娩の直後に
◎故殺又は謀殺すること

婚姻外の子母親

刑法396条
（1867年6月　8
日窟」吐定，10月15

日施行）

ベノレギ

2年以上6年以下の軽懲役
（6年以上20年以下の重懲役）

④分娩中又は分娩の直後
＠分娩行為の影響下に
◎殺すこと

己の子自（母親）刑法123条
（1940年12月7
日公布，1942年
1月1日施行）

ブラジル

①6月以上5年以下の有期徒刑
②未遂罪はこれを罰せず
（死刑，無期徒刑又は10年以上の有期徒刑）

④出産時或は出生直後
＠その子女を殺すこと

自己の子女母親刑法274条
（1935年1月1
日公布，同年7
月1日施行）

中華民国

①4年以下の拘禁刑
（5年以上終身の拘禁刑）

②行為が既遂に至らず，かつ嬰児を傷害
するに至らなかつたときは処罰しないこ
とができる

又は分娩の直後に殺した場合

をおそれ，せつばつまつて，
によつて惹起された衰弱，困
思慮の下で行為したものと推
とぎ

中
て
誉
娩
無
る

娩
つ
名
分
は
れ

分
あ
不
は
又
さ

④
で
＠
又
惑
定

己の子自母親刑法238条
（1930年4月15
臼詣聾定，1933年

1月1日施行）

アンマーク

3年以上の重懲役（終身の重懲役）
酌量減軽すべき事情があるときは6ヵ月
以上の軽懲役とする

④分娩中又は分娩の直後に
◎故意に殺すこと

婚姻外の子母親条
E
聯
葡

7
月
5
7
施

　
　
　

2
年
・
日

騎
解

刃
－

一
ガ
（
日
1

ツド　イ

故殺の刑で処断する（嬰児殺は多くは謀殺
とされる場合で謀殺の刑は1957年までは死
刑，Homicide　Act，1957では死刑又は終
身拘禁刑，Murder（Abolition　of　Death
Penalty）Act，1965にょり，現在終身拘禁
刑のみ）

為又は不作為により死を惹

不作為の当時，出産の影響
ていないことにより，また
授乳の影響により，心神の
ていたこと

作
と
は
し
の
れ

の
こ
又
復
後
乱

意
る
為
回
産
が

故
す
作
ら
出
衡

④
起
⑰
か
は
平

生後12ヵ月未満
の自己の子

婦女
（母親）

1938年嬰莫己

殺法
イギリス

8年以下の重懲役又は3ヵ月以上の軽懲
役（死刑又は終身の重懲役）

④分娩に際し，又は分娩の直後
㊥故意に嬰児を殺害し，嬰児の生命を
保持するのに必要な処置を延期し又は
塀怠することによつてその嬰児の生命
を失わせること

の子己自の
に
て
し
女

法
交
つ
胎
婦

不
情
よ
懐
た

刑法22章1
条
（1889年12月19
日公布，1891年
1月1日施行）

フィソラン
ド

（正犯又は共犯たる母は）10年以上20年以
下の有期懲役（謀殺，尊属殺，毒殺＝死刑．
故意の殺人＝無期懲役）

故殺又は謀殺児
新
届
出
で
以
分
㈲

産
ぽ
生
は
問
日
い

魏
辮

己
晒
児
出
届
る
の

自
伴
産
提
生
あ
内

母親刑法（1810年
2月／2日含凋定，

同月22日公布）

300条（1go1年
11月21日法）お

よび302条
但書（1954｛F
4月13日法）

フラソス

10年以下の重懲役
（死刑又は終身の重懲役

④分娩中又は分娩の直後に　＠分娩に
よつて生じた精神の錯乱の影響の下に
ある間に　⑤故意に殺すこと

の子己自母親刑法303条
（1950年8月17
日希理定，1952年

1月1日施行）

ギリシヤ

6月以上5年以下の重禁鋼（死刑）
④分娩中又は分娩の直後に
◎故意に殺害すること婚姻外の子母親

刑法355条
（1878年刑法典
（3））

ハンガリー

①6年以下の拘禁刑
（5年以上～終身の拘禁刑）
②単に未遂のみが問題になつており，か
つ行為が嬰児に何らの傷害をも与えなか
つたときは処罰しないことがでぎる

娩の直後に嬰児を殺し

れ，せつばつまつて，
て生じた衰弱又は精神
為したものと推定され

分
て
そ
つ
行

は
つ
お
よ
に

又
あ
を
に
下

中
で
誉
娩
の

娩
合
名
分
乱
き

分
場
不
は
錯
と

④
た
㊥
又
の
る

の子己自母親刑法212条
（1940年2月12
日法律19号）

アイスラン
ド

3年以上10年以下の軽懲役一但し，左
の条件をみたす正犯者およびこれを庇護
する目的の共犯者の場合の刑r他の
共犯者の場合は10年以上の軽懲役であ
る。（20年以上の懲役）

④自己又は近親の名誉を救うため
◎左の嬰児もしくは胎児の死を惹起す
ること

分娩直後の嬰児
又は分娩中の胎
児

無限定刑法578条
（1930年10月19
日希U定，1931年

7月1日施行）

イタリア

3ヵ月以上の禁鋼（5年以上の重禁鋼）④分娩中もしくは分娩の直後　＠分娩
によつて生じた混乱の継続している間
に　◎殺害すること

己の子自母親条
鋒
L
－

轟
購
紳

法
羅
月
6
0
施

刑
σ
日
7
1
9
日

ユーゴスラ
ピア

①嬰児故殺として6年以下の拘禁刑
②嬰児謀殺として9年以下の拘禁刑

（黙繍繍罰くは・・年以下の）

娩の発覚をおそれて分娩中又は分
まもなく故意に自己の嬰児を殺す

迫した分娩の発覚をおそれてなし
意を実行するために自己の子を分
もしくは分娩後間もなく故意に殺
と

分
後
と
切
決
中
こ

①
娩
こ
②
た
娩
す

己の子自母親刑法①290
条　（嬰児故
殺），②291

条　（嬰児謀
殺）

（1881年3月3
日制定，1886年
8月1日施行）

オラソダ

（嫡出子に対する謀殺のとぎは）終身の重
懲役（謀殺は原則として死刑であるが1950
年6月21日のB　Gにより，死刑は終身の重
懲役に代替される）

①分娩に際し，殺害すること
②分娩に際し，故意に，必要な援助を
しない不作為によつて死に致すこと

子出①嫡

左の
①の場合，10年以上20年以下の重懲役
②の場合，5年以上10年以下の重懲役

①分娩に際し，殺害すること
②分娩に際し，故意に，必要な援助を
しない不作為によつて死に致すこと

②非嫡出子
（婚姻外の子）

母親
（母親）

条
2
7
び
1
2

9
月
よ
月

り
0
5
　
　
6

1
年
お
年

法
緩
4
5
濁

刑
σ
日
1
9
日

リトス一オ
ア

20年以上24年以下の重懲役（pena　de
pris乞o　maior）

故意に殺すこと

2年以上8年以下の重懲役己又は母親（＝娘）の不名誉を隠す

分娩中又は生後
8日以内の嬰児

一般

とこす殺に意

自
め
故

④
た
㊤

上同

　親の　
親
親

母
母
両

刑法356条
（1886年9月16
日公布）

ポノレトガノレ

単純軽懲役一6ヵ月と1日以上6年以下
（本条所定の主体以外の嬰児殺は普通の近
親殺人として重懲役《reclusi6n　mayor》＝20
年と1日以上30年以下，又は死刑）

④自己又は母親（＝娘）の不名誉を隠す
ため
◎殺すこと児生新

母親

の
母

方
父

母
祖

刑法410条
（1944年12月23
日公布，1945年
2月3日施行）

スベイン

6年以下の拘禁刑
（10年の拘禁刑又は無期の拘禁刑）

④出産時に又は出産により
⑰精神状態に錯乱をきたし，もしくは
重大な苦悩状態にあつて
⑤殺害すること

己の子自婦女
（母親）

刑法3章3
条
（1962年12月21
日公布，1965年
1月1日施行）

スウェーデ
ン

3年以下の重懲役又は6ヵ月以上の軽懲
役（謀殺＝無期の重懲役，殺人＝5年以上
の重懲役，故殺＝10年以下の重懲役又は1
年以上5年以下の軽懲役）

④分娩中又は分娩の影響の下にある間
に

◎故意に殺すこと

己の子自母親刑法116条
（1937年12月21
日制定ラ1942年

1月1日施行

スイス

3年以上8年以下の自由剥奪（普通殺人
＝10年以上15年以下の自由剥奪，又は死刑）

によつてひぎおこされた動揺状

中又は分娩の直後に
に殺すこと

娩
ら
娩
意

分
か
分
故

④
態
◎
◎

自己の新生児母親刑法220条
（1961年U月29
日採択，1962年
1月1日施行）

チェコスロ
バキア

魏
轟
瞭

殺
己
母
位
と

通
自
y
品
殺

普
し
妻
び
児

（
但
ま
よ
嬰

役
夕
“
お
は

懲
役
し
誉
合

重
懲
も
名
場

の
重
，
の
の

下
の
位
妹
人

以
下
品
姉
殺
）

年
以
的
は
た
る

O
年
人
又
れ
あ

1
3
0
個
女
さ
で

上
上
び
養
犯
刑

以
以
よ
あ
同

年
年
お
娘
た
，

5
2
4
誉
孫
る
文

故意に殺すこと児生新無限定条
1
3
，
日

3
月
号
1

5
3
6
5
月

4
年
7
7

法
躍
窃

刑
α
日
同
施

コノレト

（1）アルゼンチン刑法81条1項a号は殺人の刑の減軽事由の一つとして次のように規定している・「事情によつては責任を阻却しうる激しい精神

　状態で他人を殺したとき」

（2）FaustinH61ie，PratiqueCriminelledesC・ursetTribunaux，6e6d・，1954，P・235・

13）ただし，ハンガリーにおいては今次大戦後，とくに1948年の第3次刑法改正，1950年の刑法総則に関する法規のような重要な改正・補充がく

　りかえされている。

※英（K：emy7sOutlines，19thed．）・独（各種コンメンタールおよび臼井滋夫訳・ドイツ刑法典，法務大臣官房司法法制調査部編，昭和42年）・

　仏（H61ie，ibid．，および森下忠訳・フランス刑法典，法資394号，昭和41年）・中（張知本編最新六法全書，中華民国52年＝1963年）・オースト

　リア　（Kimmel，Lehrbuch　des6sterr。Strafrechtes，4．Aufi．，1651，Rittler，Lehrbuch　des6sterr，Strafrec藍ts，II。BT2．Aufi。，1962，GraBberger

　and　Nowotny（Translated　by　E．N、West　and　S．1．Shuman），The　Austrian　Penal　Act1852and1945as　amended　to1965。（1966））・スィス

　（：Neidhart，S曲weiz．StGB．1965，篠塚春世訳・スイス刑法典，法資385号，昭和39年），スウェーデン（宮沢浩一訳・スウェーデン刑法典・司法法制調査

　部編，昭和43年）の7力国以外の立法例は，フライブルグ大学の外国刑法および国際刑法研究所編の「ドイツ語訳外国刑法典叢書」“Sammlung

　A翼Berdeutscher　Strafgesetz茄cher　in　deutscherむbersetzung”によつた。なお，上記のほか，上記立法に関する翻訳としては，古く岡田朝太郎訳・

　伊太利刑法典，司法資料198号（昭和10年），比較的新しく森下忠訳・スペイン刑法典，法資383号　（昭和38年），中山研一訳・チェコス・バキ

　ア社会主義共和国刑法典，法資391号（昭和40年）がある。



表一39－a植松論文の対象例

性別

男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
女
女
女
女
女
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛

年齢

1
6
3
4
9
3
1
4
1
3
9
1
5
5
1
5
8
4
9
2
9
7
8
0
9
0
3
3
3
2
5
8
9
2
3
9
9

4
5
2
4
1
2
3
2
2
2
1
3
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
4
2
4
2
2
3
4
3
1
1
3
2
2
1

職業 刑期

年
年
年
年
期
期
罪
年
年
年
年
期
期
年
期
年
～
年
年
期
年
年
期
～
年
年
年
期
期
期
罪
年
年
月
年
期
年
年
年
年

据
悪
無
無
無
、
・
5
m
娼
無
無
m
無
轟
8
η
無
鷺
無
弥
7
6
7
無
無
無
無
欝
齢
バ
錫
8
8
皿

業
稼
稼
業
稼
職
導
業
業
職
稼
職
職
業
業
工
業
業
職
員
職
職
職
職
職
職
業
業
挽
職
業
職
工
職
業
職
業
職

農
日
目
農
日
無
訓
農
農
無
日
無
無
農
農
職
農
農
無
店
無
無
無
無
無
無
農
農
木
無
農
無
職
無
農
無
農
無

法律上
減軽事由

心神耗弱

心神喪失

心神耗弱

心神耗弱

未・遂

心神耗弱

心神耗弱

心神耗弱

心神耗弱

心神喪失

心神耗弱

心神耗弱

心神耗弱

心神耗弱

心神耗弱

被害者

母
　

妹
※
妻
母
母
　

母
父

　
母
母
母
　
　
、
母
鳳
　
　
　
　
父
父
父
、
継
父
　
　
父
父
父
父
父
父

継
　
　
　
　
　
鳳
　
　
※
養
祖
継
　
　
　
　
　
　
父
　
　
祖

祖　父

　父
養父母，妻

父，その内

妻と2子
養父母，妻

父母，艘

　　父母，2弟

父母，叔父

｝父

　　　　
父母姉二妹

　　舅　姑

　
　
女
父

　
　
長

父
父

　
　
舅
養

手　段

殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
蹴
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺

　
刺
　
　
　
　
　
　
拒
　
絞
　
　
　
　
撃
　
　
掘
　
挽
　
　
　
　
刺

刺
絞
斬
絞
撃
撃
斬
圧
撃
絞
撃
踏
撃
撃
斬
刺
斬
撃
撃
撃
撃
撃
撃
斬
撃
斬
撃
撃
斬
絞 殺

殺
殺
殺
殺

毒
毒
斬
圧
注斬殺
斬 殺

遠 因

嗜眠性脳炎による精神障1凝

失明者が老母を抱えての生活不安

母が多情利己的の為不和

帰農同居後の食料不足から不和

食糧不足のため母と妹から厄介者
扱いされる

祖母に養育され父母に親しみなし

神経衰弱

生来短気，祖母の生計放漫

継母素行不良

父冷酷，短気，利己で不和

父を養えぬとて罵られ不和

盲愛に育られて我儘から不和

父母離婚し，父に対して不快感

父我儘，短気，怠惰から不和

祖父と父とは性格不良，冷酷

父精神病

父粗暴，冷酷，不和

父は母を虐し，被告人の妻に挑む

不良，放浪

父大酒，怠惰，被告人の妻を虐待

怠惰，不和

渡満旅費に窮す

父短慮，頑迷，家庭不和

窃盗前科等にて嫌わる

父冷酷偏狭，被告等虐待さる

養父母とその娘たる妻に虐待さる

分裂病質で冷遇されたと曲解

貧困，係累多く結婚難

被害者等と不和

父我儘，頑迷，放蕩

冷遇されていると曲解

夫応召し，舅，姑との生活を苦慮

父素行不良被告人の悪口を言ふら
す

父性格異常，大食，不和

夫応召後二日続けて舅に情交を求
められる

夫婦仲を嫉視される

動 機

眼病治療につき継母の罵倒を立腹

心中の決意

当日母のみ満腹本人欠食
口論して就寝後平素の仕打をおも
う

母，妹食を済ませ，本人欠食

貧食を母に罵倒さる

心中の決意

祖母風邪臥床中我儘口論

恩義ある叔父母を誹諺さる

父の不正を諫めて口論

仕事を強要され興奮不眠

父の行為につき口論

養家復縁のことを父に乞うて許さ
れず

弟も食糧のことで父の仕打を恨む

邪魔者扱いにさる

殴打さる

農産物出品につき叱責さる

口論

旅費を求めて容れられず

父に飲酒の上罵倒さる

空腹時叱責さる

窃盗行為を発見されたと誤認

夜半突如叱責され恐怖

窮境救済方を求めて拒絶さる

前途悲観（妹の言葉）

復讐の為熟慮

冷遇の夢

将来のため沈思の末

自暴自棄

父が情婦に食糧を貢ぐ

母に用事を言いつける

気楽な生活をのぞむ

母が父に虐待される声を聞く

過分の食事の事現ら口論

翌朝舅の姿を見て嫌焉

養父の非行で夫の疑を受く

（※印は未遂）

植松・「犯罪学的考察第三表」警察研究20巻4号28～29頁より．

表一39－b　30年量刑資料における尊属殺事例

（1）主として被害者に

非難されるべき点の

存する場合

（2）（1）に準ずる場合

（3〉原因が家族間の不

和に存する場合

（4）主として被告人に

非難されるべき点の

存する場合

性別

男
男
男
男
男
男
男
男
女

男
男
男
男

男
男
男
男
女

男
男
男
男
男
男
男
男
女

年齢

3
5
6
5
3
5
8
3
7

2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
5
6
0

り
Q
3
2
3

0
0
ワ
8
4
6
6

2
Q
U
3
3
2
5
9
4
8
9
7
5
1
1

2
1
2
1
2
3
2
5
2

職　　業

工
工
員
業
職
工
業
工
業

時
子
社
　
　
　
　
物

臨
硝
会
農
無
土
農
鋳
農

業
職
稼
職

農
無
日
無

小学校教諭

鋳物工
販売業・農業

目　　稼
ミシン内職

職
職
職
職
職
職
業
職
職

無
無
無
無
無
無
農
無
無

刑　 期

年
年
年
年
年
年
年

6
　
7
　
8
　
8
　
6
　
7
　
7

3年6月

7　年
10　年
10　年

7　年
13　年

12　年
8年→12年

13年→6年

3年6月
13　年

年
期
期
期
年
年
期
期
年

12

無
無
無
8
8
無
無
1
5

法律上減軽事由

自　　首
心神耗弱
自　　首
自　　首
自　　首

自首・過剰防衛

未遂・自首

心神耗弱

弓
　
馨
　
弓

野
　
日
づ
野

耗
耗
耗

由
丁
痢
丁
中
丁

’7丁

　受

丁

セ
丁

心
ら
b

未 遂

心神耗弱

未遂・心神耗弱

未遂・心神耗弱

被害者

父
父
父
父
父
父
父
父

　
　
　
　
　
　
　
※

養　父

父
父
父
父

養　母
　母
養　母

舅
姑

※

祖　母
　父
　母
　母

※父

※父

　父
　母
　父

手　 段

殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺

　
打
打
　
　
　
撃

刺
斬
斬
刺
絞
刺
打
刺
斬

打撃殺
打踏蹴殺
斬打撃殺

打撃殺

殺
殺
殺
殺
殺

撃

打
絞
掘
刺
絞

殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺
殺

撃
撃
　
拒
　
　
撃

打
打
刺
絞
刺
斬
打
斬
絞

入江・「殺人の罪に関する量刑資料上」より。

刑期に→印のついているものは一審と二審で刑期に変更のあつたもの。

表一39－c本稿対象尊属殺事例

（1）主として被害者に非

難されるべき点の存す

る場合

（2）（1）に準ずる場合

（3）原因が家族間の不和

に存する場合

141主として被告人に非

難されるべき点の存す

る場合

㈲　親子無理心中

性別

女
女
女
女

女
女
女
女
女

女
女
女
女
女
女
女
女

女
女
女
女
女
女

女

年齢

8
8
n
∠
Q
U

2
2
3
2
8
3
Ω
U
8
【
J

n
∠
4
ハ
乙
2
2

23

29

26

23

29

％
3
5
4
8
8
n
∠
6
8
1
9

1
r
D
3
ー
ウ
臼
噌
⊥

26

職業

職
職
職
業

無
無
無
農

職
職
業
業
職

無
無
農
農
無

併合罪

造

殿
二
二
二
一

現
物業

業
業
業
職
業
職
業

農
農
農
農
無
農
無
農

職
業
職
職
職
工

無
農
無
無
無
女

女工

死体遺棄

強盗殺人

殺　人

刑期

6　年
6　年
4　年
3年6月

10

13

6
10
1
0

法律上減
軽事由

自　首
自　首
心身耗弱

自　首
心身耗弱

　
首
弱
首

一
躾
二

自
ら
自

も年
年
年
年
年

弱
　
　
　

遂
　
遂
弱

躾
二
一
｝
盤

心
　
　
　
未
　
未
心

　
　
　
　
　
｛

年
年
年
年
月
年
月
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
年
　
年

11

13

10

12

3
1
0
3
1
5

咋
馬
期
年
期
期

1
↓霧

鴛
舞
10年

被害者

父

姑

姑

舅（翻

姑
母
姑
姑
姑

姑

姑

養母
舅

※姑

夫の祖母

※姑

姑

祖　母
姑

父

祖　父
父

母3弟
母

手 段

絞殺（腰ひも）

絞殺（細ひも）

絞殺（前掛のひも）

毒殺（ホリドール）

絞殺（腰ひも）

毒殺（農薬）

絞殺（前掛のひも）

絞殺（うさぎ捕獲用わな（針金製））

毒殺（エンドリン）

焼殺（放火による一酸化炭素中毒死）

絞殺（井戸に突き落しひもで）

毒殺（ホリドール）

毒殺（ニッカリン）

毒殺　（ホリ　ドーノレ）

絞殺（ズボソ吊用のひも）

斬殺（銘，菜切庖丁）

毒殺（亜砒酸）

溺殺

打殺（崖からつぎ落し，岩石で頭蓋骨折）

圧殺（蒲団の上から抑えて）

絞殺（木綿手拭）

絞殺（麻縄）

毒殺（青酸ソーダ）

拒殺（睡眠薬を飲ませ，のどを）

（但し年齢は犯行時の満年齢を計上した）



（11表刑科殺属表一42－a　尊

（明治42～昭和15年）

計合年2年33年以上

0
4
5
9
3
2
5
0
6
1
6
5
8
8
1
4
6
6
2
1
0
8
9
6
5
1
9
7
6
5
3
4

2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
2
1
2
2
1
2
3
3
1
1
2
3
3
4
3
2
2
3
2
1

1
1

2
0
1
1
1
0
1
2
0
1
4
0
2
3
4
3
0
2
4
5
0
0
1
5
5
6
7
5
4
0
3
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

5年以上10年以上15年以上期無刑死次年

4
1
0
6
4
3
7
4
2
3
4
7
6
5
3
6
8
3
2
8
3
9
8
3
9
7
0
0
5
3
6
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
1

5
1
8
4
4
7
5
4
3
1
6
8
9
4
5
5
1
1
4
3
4
3
3
6
4
4
7
4
8
2
4
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

1
8
3
3
0
0
3
4
4
2
3
8
1
2
3
2
0
3
3
5
1
1
7
4
0
6
8
1
3
4
4
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

6
9
6
1
6
6
8
8
8
9
4
9
9
2
4
5
4
6
7
5
1
3
8
6
5
5
6
4
3
4
4
2

　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

2
5
7
4
8
6
1
8
9
5
4
2
1
2
2
3
3
1
2
5
1
2
2
2
2
3
1
3
3
2
2
2

　
　
　
　
　
　
1

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

4
4
4
4
　
　
　
　
　
　
　

1
1
1
1
1
1
　
　
　
　
　
　
　

1
1
1
1
1
1

明治

大正

昭和

「量刑の変遷に関する統計」70頁による。

（2）表刑科殺属表一42－b尊

（昭和23～40年

総数その他不詳無　罪
有罪者

人数
1年
以上

3年
以上

10年
以上

無　期死　刑次年

48（4）

30（1）

40（6）

50（10

1
　

0
　

0
　

3

6
　

6
乙
　
6
　

3

1
　

8
　

4
　

4

4
　

∩
乙
　
3
　

41

5
　

3
　

9
　

4

1
　

1
　

1
　

2

4
　

1
　

8
　
り
0

1
　

1
　
　
　
　
1

6
　

2
　

5
　
一
」
0

6
　

の
乙
　
2
　

1

年
年
年
年

3
　

4
　

5
　
沿
U

2
　

2
　

2
　

2

和昭

総数その他不詳罪無
有罪者

人数3年5年
以下

7年
以下

10年
以下

15年
以下

20年
以下無期死　刑

1
5
6
2
0
7
2
6
0
4
5
7
5
0

4
3
3
5
6
4
5
4
5
3
2
2
2
3

2
　
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1

1
1
2
　
3
4
5
4
2
2
3
　
2
1
2

7
3
4
9
4
0
7
2
7
0
4
4
4
8

3
3
3
4
5
4
4
4
4
3
2
2
2
2

り
Q
　
－

2

0
9
7
3
9
6
8
5
0
0
6
9
5
0

㍉
⊥
　
　
　
　
　
　
　
　

1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
　
　
　
　
　

1

7
7
3
1
9
5
5
5
0
7
5
5
7
7

　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

6
2
8
3
3
6
0
7
4
3
4
5
6
8

　
　
　
¶
⊥
　
1
　
　
　
　
1
し
　
　
　
　
ー

7
8
9
1
6
7
7
1
0
7
5
3
4
3

　
　
　
1
　
1
　
　
　
　
　
　
　
1
　

1

0
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

4
4
6
8
6
6
6
3
1
3
3
2
2
0

0
　

0
　
1
　

1
　
0
　

0
　
0
　

1
　

0
　

0
　

1
　

0
　

0
　

0

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

和昭

（）内数は女子

昭和23～26年は刑事裁判統計年報による

昭和27年以降は司法統計年報による。

表一42－c尊属殺科刑表（3）男女別
（昭和27～40年）

男女
合計

計合その
他不詳罪無

有罪老

人員
3年5年

以下
7年
以下

10年
以下

15年
以下

20年
以下

期無死刑次年

41

　
3
5
　
3
6
　
甜
　
6
0

47

　
5
2
　
4
6
　
5
0
　
誕
　
25
　
2
7
　
2
5
　
30

2
9
2
3
2
4
6
6
7
3
0
7
8
4
0
6
1
9
8
6
4
1
3
4
1
4
7
3

1
　

1

1
1
　
1
2
　
1
1
1
　
2
　
1
　
1
　
1
　
1

1
－
　
の
乙

2
1
4
0
4
1
4
　
2
　

1
1
3
（
∠
　
　
　
1
　
　
　

1
　

1

0
7
0
3
1
3
4
4
1
3
5
5
3
4
6
6
9
8
4
6
3
1
0
4
0
4
6
2

ー
　

ウ
甜
　
－
　
《
V

1
⊥
　

－

8
2
8
1
6
1
3
0

7
2
3
3
6
2
3
2
9
1
8
2
6
0
6
3
4
1
9
1

　
　
1
　
　
　
　
1
⊥
　
　
　
　
つ
⊥

5
2
7
0
2
1
0
1
9
0
5
0
3
2
5
0
8
2
5
2
4
1
4
1
5
2
7
0

　
　
　
　
　
　
1

5
1
2
0
8
0
3
0
2
1
6
0
0
0
6
1
2
2
1
2
4
0
5
0
5
1
7
1

　
　
　
　
　
　
噌
⊥
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

7
0
6
2
9
0
9
2
6
0
6
1
7
0
8
3
8
2
7
0
5
0
3
0
4
0
3
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

0
　
0
　
2
　
A
V

1
　
0
　
1
　
0
　
0
　
0
　
1
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0

4
0
4
0
5
1
7
1
6
0
5
1
6
0
3
0
1
0
3
0
3
0
2
0
2
0
0
0

0
　
0
　
0
　
0
　
1
　
0
　
1
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
1
　
0
　
0
　
∩
V
　
O
　
（
U
　
－
　
（
U
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O

男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女

昭和27年

　28年

　29年

　30年

　31年

年
年
年
年
年
年
年
年
年

32

　

33

　

34

　

35

　

36

　

37

　

38

　

39

　

40

司法統計年報　昭和27～40年による。


